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平成24年第４回太子町議会定例会（第439回町議会）会議録（第２日） 

平成24年８月30日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   中 島 貞 次 

 １１番   服 部 千 秋        １２番   井 村 淳 子 

 １３番   中 井 政 喜        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   清 原 良 典        １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  山 本 雅 子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  北 川 嘉 明     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 経済建設部長  井 手 俊 郎     教 育 次 長  神 南 隆 司 

 財 政 課 長  堀   恭 一 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成24年第４回太子町議会定例会第２日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成24年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 おはようございます。 

 それでは、ナンバー８吉田日出夫、一般質

問をさせていただきます。 
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 その前に、まず北川町長、ご当選本当にお

めでとうございます。きょうは町長が出馬さ

れるときに公約とされております内容を再確

認をさせてもらう意味合いで質問させていた

だきます。 

 まず１つとして、このキャッチフレーズの

中で、まちづくりは人づくり、住んでよかっ

たと思えるまちづくりと述べておられます

が、具体的にはどのような人づくりを考えて

おられますか。これが１点。 

 ２点目は、力強いまちづくりへの行財政改

革、これが２点目で、行財政改革大綱の具体

的施策内容は何か。 

 ３番目が、健康でいきいきと暮らせるまち

づくり、この中で、就学前乳幼児への医療費

助成内容は具体的にはどのように考えておら

れますか。また、この財源はどこからの確保

をされるお考えですか。 

 ４番として、教育環境の充実、幼稚園から

中学までの英会話に力を入れたいとのことで

ありますが、指導での具体的内容をお教えい

ただきたいと思います。 

 それから５番目が、住民サービスの向上、

この中で、行政のプロ意識の共有には具体的

にどのような考えの指導がされるのか、教え

ていただきたいです。 

 それから６番目、庁舎建設に関してですけ

ども、計画どおり進めるとのことですが、町

民はコンパクトでシンプルな庁舎建設で29億

円をかけることが本当に必要かと思っている

のですが、再検討についてはいかがお考えか

お聞かせ願いたいと思います。 

 以上ですけども、よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） おはようございます。 

 それでは、吉田議員の一般質問にお答えを

させていただきます。 

 まず最初に、最近の社会情勢を見てみます

と、人と人とのつながりが希薄になってお

り、お互いを思いやるといった心の豊かさが

なくなってきているのではないかと感じてお

ります。 

 そこで、私は、まちづくりは人づくりをテ

ーマとして、住んでよかったと思えるまちづ

くりを進めていきたいと考えております。町

民の皆様に最新の行政情報を提供し、問題意

識を共有しながら相互理解を深めてまいりま

す。 

 具体的には、毎年開催しているまちづくり

の集いや出前講座などを通して、町の施策な

どを町民の皆様にご説明させていただくとと

もに、地域などが抱えている課題や問題点を

お伺いしながら政策形成に生かしてまいりま

す。 

 また、太子あすかふるさとまつりや子育て

サポーターなど各種事業において、さらなる

ボランティア等の活用を推進していきます。 

 さらに、各自治会において、交流事業や防

犯活動など地域コミュニティー活動を展開さ

れておりますが、町におきましても、自治会

が地域住民の連携と協調のもと明るい地域づ

くりが行えるよう、その環境づくりに努めま

す。 

 町民の皆様との対話を重ね、ともにまちづ

くりを進めることで元気な町となり、このよ

うな取り組みが人づくりにつながり、子供か

ら高齢者に至るまで笑顔があふれ、ふるさと

太子を大切にするまちづくりができると考え

ております。 

 ２点目ですが、現行の行政改革大綱は平成

24年度を５年計画の最終年とする第４次の大

綱であります。行財政改革は終了することな

く継続して取り組むべき重要な施策であると

認識しており、今年度に平成25年度を初年度

とする第５次新行政改革大綱及び実施計画を

策定いたします。 

 内容としましては、事務事業の徹底的な見

直しにより、さらに経費節減に努めます。財

政基盤を強化する観点から、受益と負担の公

平性を図るため、使用料等の料金設定を定期

的に検証し、また東芝所有の工場跡地につい

ては新たな事業を継続して要望していくな

ど、自主財源の確保に取り組みたいと考えて

います。 
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 また、住民サービス向上の視点から、窓口

サービスを見直したいと考えています。新庁

舎建設にあわせることになると思いますが、

窓口部門の集中化を図り、サービスの効率化

を図りたいと考えています。 

 ３点目のご質問ですが、現在就学前乳幼児

への医療費につきましては、入院医療費に対

する助成、通院医療費に対する助成とも、幅

広い年齢の子育てを支援することを目的に、

県の制度よりも、対象年齢また助成内容につ

いて、これを上回る助成となっております

が、さらに上乗せて支援できればと考えてい

ます。町の財政状況では厳しいものがありま

すが、他の事業との比較検討を行い、今後検

討してまいりたいと考えます。 

 ただ、兵庫県の補助制度は永久的なものと

は言えず、それを財源とした事業に取り組む

中で、子育て支援は安定かつ持続可能な制度

でなければならないとも考えております。財

政の動向を見きわめながら検討してまいりた

いと考えております。 

 ４点目の教育環境の問題ですが、社会が急

速にグローバル化し、学校教育においても外

国語教育を充実させることが重要な課題の一

つとなってきております。ご承知のとおり

小・中学校の学習指導要領が改訂され、小学

校では外国語活動が５、６年生に必修化さ

れ、中学校では外国語の授業時間数が大幅に

増加されました。当町においても、幼稚園、

小学校、中学校それぞれの発達段階に応じた

英語教育、特に英会話の一層の充実を図るこ

とにより、将来国際社会の担い手となる子供

たちの語学の基礎づくりに努めたいと考えて

おります。 

 具体的には、本年度より２名体制となった

ＡＬＴ、外国語指導助手や小学校外国語活動

補助員を活用することに加え、太子高校の生

徒や太子高校のＡＬＴが町内の幼稚園、小学

校を訪問するふれあい英会話事業を積極的に

活用し、幼稚園においては友達と一緒に遊び

を通じて楽しみながら英語に触れたり、正し

い英語を耳にすることを重点に、小学校では

楽しい活動を盛り込みながら自然に英語に親

しむ機会を持たせ、英語は楽しいという気持

ちで取り組むことを重点に、中学校において

は英語の学習にみずから意欲的に取り組み、

聞く、話す、読む、書くことの能力の基礎を

養うことを重点に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 ５点目の質問ですが、住民が役場に来庁さ

れたときに、その要件がどんなことであるの

かを速やかに把握し、わかりやすく、かつ丁

寧に説明するなどの接客にも配慮しながら的

確な対応ができるように、公務員としての技

量と意識を向上させるよう、職員に常に認識

を持ってもらいたいと思っています。 

 また、職員には限定的な住民福祉の向上で

はなく、社会全体の住民福祉のために働いて

いるという意識を持ち、住民の皆様が納得さ

れる対応を心がけてもらいたいと思っていま

す。そうした意識を全職員が共有することに

より、役場全体として住民福祉に寄与するも

のであると思っています。 

 次、６点目の庁舎建設ですが、庁舎建設費

用の29億円についてですが、変動する要因が

ある中で、地域交流センターを含めまして

7,000平米程度を考える中で、類似団体等の

建設費用を参考に算出したものであります。

あくまでも予定金額でございまして、８月

15日に指名式プロポーザルで基本設計業者が

確定しましたので、具体的な基本設計への作

業が進みます。 

 今後におきましては、職員による新庁舎建

設庁内検討委員会や作業部会、さらには外部

委員会の新庁舎建設検討委員会委員の皆様の

意見を伺いながら基本設計を作成し、住民の

皆様に公表できる段階で、各小学校区で住民

説明会を実施し、その意見も反映させていた

だきながら決定したいと考えております。当

然のことながら安価での、“和のまち太子”

の核となる庁舎が建設できるように準備を進

めてまいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田日出夫議員。 
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○吉田日出夫議員 ありがとうございます。 

 今お話しの中で、この１番のまちづくり

で、人づくりの内容でご説明をいただいた中

で、まちづくりの集いということを、確かに

今まで各自治会のほうへお越しいただいたり

したりしてやっておるんですけども、実際に

そこで出しました意見とか、そういう内容が

本当に反映されておるかどうかという、その

内容自体の、こうよくした、こうなりました

という形の、回答含めてそういうもんが今ま

でなかったと私は思うておるんですけど、そ

ういうことに対してはどのように今後それを

よくするためにやっていただけるんかという

ことをお聞きしたいのと、それから２番目の

行財政改革の中での東芝の跡地の遊休地の利

用、これを進めるのにどのように東芝とのコ

ンタクトを今後計画をされておるお考えがあ

るのか、それをひとつまたお聞きしたいと思

います。 

 それと、５番の住民サービスの向上という

ところで、行政のプロ意識の共有ということ

で、職員の方々が自分の課のことだけじゃな

くて、よそのことも含めて全体的に共有した

上での接客、そういう形をお考えになるとい

うことをおっしゃったんですけども、先日

も、これ少し前ですけども、あるたつのの方

が子供さんを保育所へやるのに太子でやろう

か、太子で仕事をなさっておるみたいなんで

すけど、たつのへやろうか、そういう質問を

福祉のほうへ行ってお聞きしたんですけど

も、専門用語だけを並べて、本当によく理解

ができなかったということをおっしゃってお

るんですわ。それで、私は、ご本人には、な

ぜじゃあその方に聞いてわからなかったらほ

かの人をお呼び願えなかったのかなというこ

とも言うたんですけども、ほかのお客さんも

ございましたのでということで聞きましたけ

ども、何か話の内容が本当に的確に伝えるよ

うな形が現状もないようですので、ここはど

のように本当にそこら辺を見直していただけ

るのか、よくなるようにしていただけるの

か、再度お聞きしたいと思います。 

 それと、庁舎建設の件ですけども、これ一

応プロポーザルが決定しまして基本設計に入

るんですけど、住民との懇談会をいつごろに

予定されておるんかをお聞きしたいんですけ

ども、以上数点また再回答お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、１点目のまち

づくりの集いをどう反映してるかというよう

なことをおっしゃってるんですが、私どもは

まちづくりの集いをしましたら、その後広報

のほうで住民の方々に周知するようにもいた

しておりますし、またホームページもアップ

いたしておりますので、まちづくりの集いの

結果については十分住民の方々にも周知され

ているものというふうに判断いたしていると

ころでございます。 

 それから、東芝の関係でございますが、こ

れは町長が前から申し上げてるとおり、東芝

へは、この年内には上京して、東芝に対して

のアプローチをしたいというようなことを私

も聞いておりますので、そういったところ

で、新しい事業があるのであれば何とか、企

業誘致ということも含めて、東芝には要請し

ていきたいというふうに思います。 

 それから、サービスの向上のところでの専

門用語ということ、これについては確かに申

しわけないと思います。職員には、できるだ

けわかりやすい言葉でというのと、行政用語

がどうしてもわかりにくいというのはもちろ

んでございますので、そういった専門用語を

使わなくて住民の方々に十分ご理解いただけ

るような言葉遣いするように、これについて

は、また職員には徹底していきたいというふ

うには考えております。 

 それから、プロポーザルで結果出て、住民

に対していつというようなことの今はご質問

ございましたが、基本設計ができた状態の中

で、ある程度の概要ができないと、やはり前

と同じような、基本構想の中では抽象的なも

のでわからないというようなご質問といいま

すかご意見が出たものですから、大まかなと

いいますか基本設計ができた中でもう少し、
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こういう言い方あれですが、住民の皆さん方

にご理解いただけるような状態の中でのまち

づくりの集いをして、そこでの意見を吸収す

るといいますか、私どもとしては参考にした

いというふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 吉田議員、手挙げてく

ださい。 

 吉田議員。 

○吉田日出夫議員 今、先ほどの東芝の跡地

の利用で、年内には東芝さんとのコンタクト

をとるようなお話お聞きしたんですけども、

こういうのも今さら言うあれじゃなくて、も

っと前から本当はね。ほんで、年内という形

が出とるんですけども、もっとやっぱり頻繁

に情報、これ相手の土地ですから、我々が思

うようにはいかない思うんで、頻度を上げて

極力、そういうための予算もあると思うん

で、そこにもっと力入れてね。これ住民が見

て本当に行政として力入れてこの遊休地のこ

とを考えておるんかということを私らは町民

によくそういう話を聞くんですよ。そういう

意味からいっても、もっとやっぱり頻度を上

げて、本当に精いっぱい東芝に対してどう今

後は考えておられるかを聞き出しての行政と

の考えは出してもらえたらという。というの

は、太子町だけじゃなくて、これ姫路市とか

県とかも含めてのことにもなりかねないと私

は思うんですけども、そういう点またご尽力

願いたいと思います。 

 それと、懇談会のほうですけども、ある程

度のところが出たらという形のお話ありまし

たけど、今副町長おっしゃったように、とに

かく住民にわかるレベル、もう答えられるレ

ベル、その中で質疑ができる形。それともう

一つ、懇談会の中では時間の制限がなくて、

やっぱりきちっと納得した時間をとってやり

とりができるようなこともお考え願いたいと

思います。 

 一応私が質問しました内容にはこうなんで

すけど、もう一点、これはきょうここでは私

は取り上げておりませんけども、町長の公約

の中に報酬２割カットというようなお話も出

ておるんですけども、きょうお聞きしました

ら立派な内容をお聞かせ願ったんですけど

も、やっぱりこういうことをきちっと住民に

お答え願って、住民から信頼される町長とし

て頑張っていただきたいということを私もあ

えて思いますので、そういうことを切にお願

いしまして私の質問終わらせていただきま

す。 

○議長（佐野芳彦） 以上で吉田日出夫議員

の一般質問は終わりました。 

 次、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おはようございます。 

 ４番首藤佳隆です。 

 まず、北川町長には、町長の当選まことに

おめでとうございます。これからいろんなこ

とで要望も上げていくと思いますんで、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 では、質問のほうに移っていきます。 

 平成22年度から防災訓練の実施方法を発災

対応型の訓練に変更し、自主防災組織の強化

を重点とする実践的な避難訓練や図上訓練な

どの内容に変更し、自主防災組織からの参加

者を募り、22年度は龍田地区で防災訓練を実

施し、多くの住民の方々が参加されました。 

 また、23年度施政方針でも、集中豪雨や地

震などの災害を想定し、初動態勢の確保、防

災力の向上並びに各自主防災組織のリーダー

育成を図るため、図上訓練や発災型訓練を取

り入れた防災訓練を引き続いて実施とあり、

昨年10月30日予定だった訓練の告知として、

「広報たいし」10月号には、災害が発生した

とき、どのような行動をとればよいか、何が

必要なのか、自主防災組織を中心に実践的な

発災対応型訓練を行い、地域の防災力を高め

ると告知されていましたが、残念ながら23年

10月30日に予定されていた石海北地区を対象

にした防災訓練は雨天のために中止となりま

した。 

 そして、24年度も、行政及び防災関係機関

の有機的かつ緊密な連携を確立し、地域防災
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体制の充実を図る、また初動態勢の確保、防

災力の向上及び各自主防災組織のリーダー育

成を図るため、発災対応型防災訓練や防災講

演会を引き続き実施することを目的に、この

10月28日に予定されている防災訓練に関して

何点か質問いたします。 

 まず１つ目、22年度に行われた龍田地区を

対象にした防災訓練における反省点や参加さ

れた住民の声を、昨年10月30日に石海小学校

で実施される予定であった防災訓練ではどの

ように反映させようとされておりましたか。 

 ２つ目、23年12月の定期監査結果報告書で

は、雨天時の際に訓練を中止するのではな

く、雨天対応の防災訓練プログラムの策定と

安全・安心なまちづくりを進めるために、き

め細かい対策を講じていただきたい。また今

回、昨日の監査報告でも同じようなことが述

べられておりました。それを踏まえ、今年度

も雨天の場合はどう対処されるんでしょう

か。 

 あと、本日夕方６時半から太子消防署のほ

うで防災訓練説明会が開かれることになって

いるようですが、それを踏まえまして３番

目、事前打ち合わせなど防災訓練当日までの

計画設計予定は、また対象自治会等へ事前に

要望の聞き取りや訓練の説明を行うのかどう

かをお願いします。 

 ４点目、中止になった昨年度の訓練からの

変更点や改良点、１年期間がございましたん

で、その辺の有無を含め、28日に予定されて

いる石海北地区を対象にした防災訓練の具体

的な内容をお伺いいたします。よろしくお願

いします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１点目の龍

田地区の防災訓練では、小学校への避難訓練

の到着時刻にばらつきがあり、早く到着した

自治会は時間が余ってしまったことから、避

難途上の訓練により時間調整を行い、解消す

る予定としておりました。 

 また、龍田地区では体育館と運動場を使用

したため、訓練会場に一体感がなかったた

め、避難後の訓練は運動場にまとめる形で計

画をしました。 

 ２点目でございます。消防署、警察署、消

防団などの防災関係機関の訓練であれば雨天

時においても実施は可能ですが、自主防災組

織に重点を置いた訓練としているため参加者

の大多数は一般の住民で、小学生からご高齢

の方まで含まれております。実践的な訓練と

して雨天時でも実施するという考え方もあり

ますが、避難訓練や避難途上の訓練場所は道

路や空き地で、全体の訓練場所として小学校

のグラウンドを予定しており、雨天時におけ

る集団での移動や作業は転倒などの安全面で

の問題があります。 

 雨天時の実施方法として、訓練内容の縮小

や変更、または開催日の延期、開始時間を遅

らせるなどの方法も考えられますので、参加

いただく自治会の意向や関係機関と協議し

て、雨天時の開催について検討してまいりた

いというふうに考えております。 

 それから３点目でございますが、訓練へ参

加していただく自治会には８月30日に訓練の

概要などの説明会を開催し、10月中旬ごろに

は詳細な内容の説明会を開催する予定といた

しております。 

 また、太子消防署などの訓練への参加や、

ご協力をいただく関係機関とは訓練内容につ

きまして適宜調整を行い、計画の作成を進め

ていきたいと思っております。 

 それから、４点目でございます。基本的に

は昨年度と同様の訓練内容により実施するこ

とを計画しておりますが、今年の６月、７月

に大雨があったことから、水防工法訓練にお

ける各自治会への土のうの搬送数の要望が増

えると考えております。訓練の参加者は、消

防署などの防災関係機関のほかに、石海地区

の線路の北の12の自治会から、役員だけでは

なく、小学生や婦人会、自治会員など広く多

くの方に参加していただく予定としておりま

す。 

 具体的な訓練内容としましては、発災対応

型訓練としまして、各自治会から小学校への
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避難訓練及び避難途上の空き地などで消火、

応急手当て、要援護者搬送などの訓練を自治

会単位で個別に実施します。 

 さらに、小学校への避難訓練後は、自主防

災組織の基本的な班編制に対応する内容で、

避難所の開設運営訓練、給食給水訓練、情報

伝達訓練、消火訓練、応急救護訓練、物資仕

分け訓練、水防工法訓練を予定いたしており

ます。役場及び関係機関の訓練としまして、

現地災害対策本部設置訓練、避難情報広報訓

練、災害パトロール訓練などを予定しており

ます。また、展示体験コーナーを設置し、参

観者や訓練の空き時間に見学いただける場所

を設置いたします。激流豪雨体験には多くの

方に参加していただきたいというふうに考え

ております。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 本日の概要の説明会から、

これからどんどん自治会の要望等の声が入っ

ていきながら詳細な形ができ上がるものだと

は思いますが、とにかく自主防災組織に入っ

ていらっしゃる方々、私も入ってるわけです

けども、何をどう訓練するのかというのが見

えにくいという声が多く上がっておりまし

て、実際に自主防災組織でも訓練が行われて

る自治会さん、あまり行ってらっしゃらない

自治会さんという温度差のほうもあるとは思

うんですね。 

 そういったところから若干再質問させてい

ただきますけども、実は９月１日あした、姫

路市でも大きな総合防災訓練が実施されま

す。また、あさって９月２日、多可町でも全

町の防災訓練が行われます。その中で、姫路

の場合はすごい大きな訓練なんで、太子の石

海校区の訓練とはちょっと規模が違うんで、

多可町の防災訓練をお聞きしますと、防災訓

練に臨むに当たって、まず全集落で防災研修

会、ワークショップを先に実施されるという

ことと、あわせて各その集落ごとの防災士の

養成なんかも順次行っているということのよ

うです。また、多可町250名の職員の方々も

当日は各公会堂に出向いて要点説明を行うと

いうふうな体制を実施されるということをお

聞きしております。何かそういう体制、職員

全員の方が参加されるということですが、そ

れでもやっぱり不備があるということをおっ

しゃっておりました。 

 今回発災型の防災訓練を行うということ

は、参加する一人一人が自分の命は自分で守

るという意識を持つことが重要だと思ってお

ります。訓練で得た知識や反省点等々を自宅

に地域に持って帰って、家族や近所の人たち

と一緒になって繰り返し繰り返し防災につい

て考えることを目的としていく訓練であるべ

きだと私は思っております。単にセレモニー

で終わってはいけないというふうなことだと

思います。住民の皆さんが自分たちで考える

ことを行ってはいけないと思っております。

自分を自分で守ることは当然であります。し

かし、でき上がってまだ経験が少ない自主防

災組織が機能するようにするには行政の大き

な仕事だと思ってるんで、何点か細かいこと

を聞きますが、当日例えば８時半なら８時半

とかに警戒宣言サイレンとか、今地震が起こ

りましたとかといったふうな案内とか放送と

かサイレン、そういったものはまず出るんで

しょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私も、まだ10月の

災害訓練の細かい要領は手元でき上がってお

りません。担当レベルでもまだでき上がって

おりません。ですから、今おっしゃったよう

に、その当日、例えば福地なら福地で、自治

会放送で地震が発生しましたとか、そういう

ことに恐らくなるんだろうとは思いますけど

も、今のところまだ聞いておりません。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 一つの訓練、今から始まる

というきっかけになると思うんで、よそさ

ん、他市とか町の訓練見てると、そういった

きっかけの放送等されてるところが多いと思

うんで、その辺自治会の意向を聞きながら取

り入れていただいたらと思います。 

 また、先ほどいろんな当日の訓練の詳しい
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具体的な内容等もお聞きしたんですが、自主

防災組織には情報班、消火班、救出救護班、

避難誘導班、給食給水班というのがあると思

うんですけども、それぞれ当日班ごとに分か

れての訓練だと思うんですが、簡単で結構な

んで、それぞれの班の具体的な訓練の内容を

お聞かせください。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） これは文字どおり

情報伝達は、例えば自治会内で自治会長さん

から隣保長だとか、どういうふうにそういう

情報が回るのか。それこそ、自治会内部の自

主防災組織の中で誰がどのような情報をどう

伝えるのか。これは当然情報の発信源は役場

でございますんで、それをいかに正確に伝え

るか。言葉の伝言ゲームではありませんけれ

ども、本当に最初出た情報が一番末端に伝わ

るまでに正確に内容が伝わっていくのか、そ

ういった情報伝達の訓練になるかと思いま

す。 

 それからまた、簡単に言いますと炊き出し

です。炊き出し訓練なんかも、もうだんだん

ご承知のように婦人会という組織がなくなる

ような時代でございます。ですから、自主防

災組織の中で、女性に限らず、男性の自治会

員の方もその炊き出し訓練に参加されるよう

な、そういったようなことを念頭に置いて訓

練していただくと実際のときに役に立つかも

しれませんので、まずは体を動かすことも大

事ですけれども、頭の訓練ですね。頭の訓練

もしていただいたら本当に有意義な訓練にな

るんではないかなというふうに思っておりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 最初の答弁のほうで、救護

所の開設訓練はされるということでした。ま

た、役場関係の方々のほうで災害対策本部と

いうのが設置されるということもお聞きしま

したが、例えば避難所、住民の方々のほうの

ことで、救護所開設訓練の中で、避難所運営

委員会みたいなものも立ち上がったりするん

でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） いや、そういうわ

ざわざ何とか委員会というようなことは設け

ないと思います。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今それお聞きしたのは、指

示系統がどういったことになるのかなあとい

う、指示系統の確立という意味でも取り入れ

ていらっしゃる自治体さん多くあるようなん

で、その辺も検討していただければと思いま

す。 

 また、今回とか来年といっても、まだまだ

専門的なことがあるんで例示だけしておきま

すが、今後は医療的にかなり専門性が求めら

れることであるんですけども、災害医療等に

おいて、大事故、大規模災害など多数のけが

した人とか病人とかが出た場合に救命の順序

を決めるトリアージという手法がございま

す。そういったことも他市町の事例を参考に

した訓練も取り入れていくということを継続

の面からも今後検討していただければと思い

ます。 

 先ほど多可町のほうが250名の職員全員が

参加するということなんですが、太子町のほ

う当日防災本部の人員配置とか職員の配置に

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 多可町の例をおっ

しゃったんですが、全職員は参加いたしませ

ん。それぞれの分野で、例えば消防担当なら

消防担当の生活環境課、災害対策本部設置な

ら災害対策本部の企画政策課、持ち場に応じ

てやりたいと思っております。参加人数につ

いては、実際に訓練を補助する職員と、また

その裏方で、駐車場の職員だとか、いろいろ

職員ございますけども、何名体制かは今現在

決まっておりません。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 要望になりますが、例えば

石海地区の在住の職員の方は、やっぱり地元

の方と顔を合わせるという意味でも、石海地

区の職員の方が出ていただければなというふ
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うに要望はしておきます。 

 龍田でされたときにも恐らくアンケート等

行っていらっしゃると思うんですが、訓練後

に参加者へのアンケート等を行う予定のほう

はいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） それにつきまして

は、終わった後にアンケート調査をしまし

て、龍田は龍田の反省点、また今年度石海な

ら石海の終わった後での反省点、そういうの

を踏まえながら、できるだけ身近な防災訓練

につなげていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 アンケートのほうも住民の

声を生かすためにもうぜひ取り入れていただ

き、今後に生かしていただきたいと思いま

す。 

 石海地区には企業さんはそんなに多くない

んですけども、企業さんの参加も望めたらい

いなとは思うんですが、特に学校園から、先

ほど子供会というお話が出ておりましたが、

やっぱり子供とかその保護者、若い世代の方

が参加するということも大事なことだと思う

んで、学校園、保護者の方、子供会通じての

要請は、自治会単位であるとは思うんです

が、その辺の参加の要請はどうなっておりま

すでしょう。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 学校園に対しても

それぞれお願いをしていきたいと思います。 

 また、企業の関係なんですが、企業は難し

いです。自主的に参加しますと言ってくれれ

ばありがたいんですが、会社が休みの日に防

災訓練で社員を何人か出していただけません

かというのは非常に現実問題としては言いづ

らいところがあります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ちょっと具体的になるんで

すが、先ほどの自主防災組織の中の情報班の

訓練のことなんですが、自治会長さんから隣

保長さん、そして組織の方という連絡網の体

制で伝言ゲームのようなことをという形をお

っしゃったわけですけども、今太子町ではた

いし安全安心ネットというものが活用されて

おります。その辺を含めて有効活用を考える

べきなのかなというふうにも思うんで、例え

ば10時なら10時に今地震が起こったというテ

ストケースの配信メールを送るとか、そうい

ったことは考えていらっしゃるでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 一つの有効なＰＲ

にはなると思いますが、考えておりません。

といいますのは、ご承知のように防災、安

全、いろいろ今もう携帯登録すると情報が入

ってきます。この訓練メールを配信すること

によって、またメールが入ってきたんかとい

う方もたくさんいらっしゃいます。ですか

ら、その辺本当に見きわめながらやらない

と、メール配信ができる体制になってるから

といってどんどん配信すると嫌がる方も結構

多いと聞いております。今回はメール配信は

する予定はございません。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 情報班というのが具体的

に、実は私も情報班に入ってるわけなんです

けども、情報、口伝えに聞くということも当

然次の人に伝えるということで大事なことだ

とは思いますけども、やはり今世の中ＩＴが

かなり進んでおります。そういったことも含

めて、今後また検討していただければと思い

ます。 

 あと、何人かの方からちょっと直接言われ

たんですが、こういった災害が起こったとき

に家族、自分も家族も当然大事なことです

が、うち、犬、ペットが家族のようなものな

んだとおっしゃる方も中にはいらっしゃるわ

けです。そういったペットの訓練への参加と

いうことはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 別にだめとは言い

ませんけれども、ただ訓練する場が学校にな

りますので、例えば犬のふんの問題だとか、
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その辺です。通常もう学校がペットも、例え

ば運動会のときに、小学校の運動会のとき

に、どうぞどうぞ、わんちゃんも連れてきて

もらって結構ですよという状態であればいい

んですけども、その辺は学校に確認したいと

いうふうに思っております。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 私自身はペット飼っており

ませんからよくわかりませんけども、ペット

飼われてる方は家族同様、家族なんだという

ことをおっしゃってる方もいらっしゃるん

で、その辺また確認のほうよろしくお願いし

ます。 

 あと一点なんですが、こういった防災訓練

をする場合を含め、日ごろからの防災意識を

高めるという意味でも、防災ノートというの

を導入するという自治体が増えております。

三重県の教育委員会なんかも小学生、中学生

に全員渡したりというところもございます。

そんな冊子のようなすばらしいもんじゃなく

て結構なんで、これは本来自主防災組織が自

主的に考えて作成するということが大切なこ

とであるとは思うんですが、そこまで冊子の

ようなものは計画できないかもしれません

が、行政側が何かこういったものを活用する

といいですよみたいなことでヒントを提供し

ていただくという意味で。例えば本日の朝刊

でも南海トラフのことが載っておりました。

その中で、避難経路の中で、ブロック塀の転

倒が懸念される場所とか、例えば自動販売機

が転倒するような危険性があるとか、そうい

ったものが想定されていくわけなんで、そう

いったところをチェックしていく、記入して

いくみたいな簡単な、地図だけでも結構なん

で、そういったものを活用してはいかがです

かというふうなアドバイス的なことはしてい

ただけますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 防災ノートという

ものはつくる予定はいたしておりません。こ

れは逆に言うと、皆さんがふだんから住んで

おられる地域なんですから、ああ、あそこに

はブロック塀があるなあ、ここには自動販売

機があるなというふうに、ご自分の頭の中で

整理される問題だというふうに思います。 

 それから、あとは避難するときに、よく広

報なんかでお知らせしておりますが、例えば

いざというときには懐中電灯、何々、水、何

リッター、３日分とか、そういったものは

常々広報とか、それから防災訓練のときにパ

ンフレットなんかをお配りしますが、そうい

ったことも書いておりますので、その辺はご

自分の中で、頭の中で整理していただいたほ

うがより現実的かなというふうに思います。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 いろんな細かいとこまで質

問とか提案してきたわけですけども、実は行

政主導に見える防災訓練をやればやるほど住

民の意識は行政頼りというんですか、行政頼

みの災害対応、いわゆる公助を求めるという

意識が強くなると思います。それではいけな

いと。やはり自分の命は自分で守るという意

識を持っていただくための訓練にしていかな

ければいけないんだろうなというふうに思い

ます。 

 今年度も梅雨のシーズンに、これまでに経

験したことのない豪雨が九州北部地方を襲っ

たばかりです。昨年３月11日の東日本大震災

含め、想定外の災害が続いていることは、日

本国民の誰もが驚きと自然の脅威を改めて感

じていることと思います。きょうの新聞等で

発表されました南海トラフ、巨大地震の想定

被害、神戸新聞のほう見ても細かい震度なん

かが、姫路市、たつの市は載っておりました

が、太子町載ってなかったんで調べると、太

子町の想定は基本ケースで震度５強だそうで

す。いろんなケースが想定されてて、この辺

やっぱり６弱の震度という想定になっており

ました。その辺踏まえて、一人一人の住民が

大災害が起こったときは異常事態になるんだ

ということを日ごろから意識していかなけれ

ばいけないと思います。当然、行政側も町民

の皆さんの安全の確保に努めていただけるで

しょうが、住民側としては行政に頼り切るこ
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とはできないと考える必要があると思いま

す。家族、そして近所の人たちと助け合いな

がら、自分たちの命を自分たちで守り、支え

合わなくてはいけない。そして、被災後３日

間は自分たちで頑張る覚悟を常に備えておく

という自助・共助の姿勢が基本となると考え

ております。災害はいつ襲ってくるかはわか

りませんけども、日ごろから避難場所への経

路などを知ることや、リュックに食料等を準

備しておくという備えが被害を最小限に食い

とめることができるはずだと思います。今回

の南海トラフの巨大地震の被害想定の中で

も、やっぱり早期の避難、避難の仕方によっ

て被害、死者等が随分違ってる数値が公表さ

れております。そういったことを意識しなが

ら、これから訓練のほうにもアドバイス等い

ただければと思っております。 

 それから、今聞いていただいたとおり、防

災訓練に関して当局側の説明、答弁をいただ

きましたが、実は太子町の防災計画の中には

議会議員の行動については何も触れられてお

りません。総務常任委員会のほうで意見を述

べさせてもらったことがありますけども、行

政にいろんなことを提案、要望するだけじゃ

なくて、議会側も防災対策については意識の

向上と何らかの決め事が必要ではないかと考

えますが、議員の皆さんいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと待ってくださ

い。質問は当局側、議員側にはここでは聞か

ないでください。 

○首藤佳隆議員 こっちにちょっと聞きまし

た。この点について要望書なり意見書を提出

しようと思っておりますんで、その際には議

長に対して議会側の防災に関する要綱等の検

討をお願いして次の質問に移ります。 

 昨年３月に開通した揖保線に関しては、開

通当初より沖代での事故が多発したことを受

けて、地元自治会からの強い信号機設置要望

によって１年のときを経ずに信号機が設置さ

れたという一連の流れは、新しい道路ができ

たことによって新たな問題が生じた例として

記憶に新しいところであります。この揖保線

が開通したことによって石海南地区の交通の

便がよくなったことを地元の方々も喜んでい

らっしゃると感じております。が、またして

も新たな問題が出てきたというふうにも思い

ます。 

 先の質問中で、この梅雨のシーズンに九州

北部地方を襲った、経験したことのない豪雨

のことに触れましたけども、昨年秋の台風シ

ーズン時、また５月、６月と続いた何度かの

大雨によって、揖保線沿いの太子ニュータウ

ン、岩見構下、吉福周辺でも大雨による冠水

が起こっております。このことを踏まえて何

点か質問します。 

 １つ目、揖保線が開通してから１年半が経

過しましたが、この間の揖保線の周辺の自治

会の大雨による冠水状況と今後の整備方針に

ついて伺います。 

 次、昨年来何人かの議員が同じ内容の質問

され、繰り返しになりますが、兵庫県のほう

も国のほうも新たな法律や条例を整備されて

いるところでもあり、重要なことですから再

度お尋ねしますが、揖保線沿いを含めて、町

内全域の雨水幹線整備計画の見直しに関して

の進捗状況を伺います。 

 次に、第５次太子町総合計画、政策６、美

しくすがすがしいまちづくりの施策に、美し

い環境を守る、下水道等の整備、細施策２、

雨水排水施設の整備の基本事務の２番目とし

て、雨水貯留浸透施設の整備が掲げられてお

ります。各家庭における雨水浸透施設の設置

について検討するとあります。また、全国の

多くの自治体で屋根に降った雨水を貯水した

後、庭の水まきなどに利用できる家庭用の雨

水貯留槽やたるの購入補助を行う助成金制度

が実施されております。この雨水貯水槽は節

水以外の活用方法もあり、例えば洪水の抑止

にも役立つことで知られており、平成24年度

において兵庫県内でも８つの市と３つの町の

自治体で助成制度が導入されていることを踏

まえまして、太子町として雨水タンク助成金

制度の導入についての考え方をお伺いいたし

ます。 



－52－ 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、お

答え申し上げます。 

 まず、１番目の揖保線周辺自治会の大雨に

よる冠水状況と今後の整備方針について伺う

というご質問でございますが、まず揖保線供

用開始に直接起因する周辺自治会での浸水に

ついては発生しておりませんが、吉福自治会

北側を東西に走ります町道沖代林田川線の隣

接住宅におきまして、平成24年７月６日の豪

雨によりまして１件の床下浸水が発生してお

りますが、これは短時間に集中的に降った豪

雨による事由のほか、付近田んぼにありまし

たわらが流出いたしまして水門にひっかか

り、流れを阻害したということも一つの要因

と考えております。今後地元自治会と協議の

上、今回の被害住宅隣の田んぼからのこの道

路の横断管渠の断面を約４倍に拡大し、改修

する予定でございます。 

 なお、揖保線を横断いたします雨水幹線、

この断面につきましては、既に現況水路の約

２倍の大きさの雨水計画断面にて施工してお

ります。また、地元協議による新たな揖保線

の横断管渠も４カ所で設置しております。今

後も定期的に状況を観察しながら水路などの

維持保全に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、２つ目の雨水幹線整備計画の見直し

に関してのご質問でございますが、近年頻発

しております集中豪雨や局地的大雨に対しま

して、これまでの治水対策だけでは対応が非

常に困難なことから、兵庫県では、これまで

の河川整備や雨水幹線整備など従来の治水対

策だけではなく、雨水貯留施設、また地下浸

透施設など、浸水被害を軽減する減災対策を

あわせました兵庫県総合治水条例が平成24年

４月１日に施行されました。 

 また、この７月末には中播磨県民局におき

まして、中播磨地域の総合治水推進会議、準

備会議などが開催されまして、今後地域ごと

に総合治水推進協議会を立ち上げまして、広

域的な地域総合治水推進計画を策定すること

となりました。 

 よって、本町において策定しております太

子町雨水幹線整備計画の見直し作業において

も、この計画との整合を図る必要から、今後

広域的な観点からの整備計画も含め、慎重か

つ迅速に作業を進めていきたいというふうに

考えておりますので、どうぞご理解のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

 次、３つ目の雨水タンクの助成金制度導入

についての考え方でございますが、近年本町

におきましては宅地開発等による都市化が非

常に進んでおります。雨水の保水機能の役割

を担っております田畑が減少したり、また全

く最近予期しない時間、場所に突然大量の雨

を降らせますゲリラ豪雨が全国的に頻発して

おり、甚大な被害が出ております。 

 このような状況の中で、兵庫県においては

先ほど申しました総合治水条例を制定いたし

まして、これまでの河川改修などの治水対策

だけではなく、雨水を一時的に貯留させ、そ

の被害を軽減するなどの新たな対策を掲げて

おります。 

 その中の取り組みの一つとして、家屋の屋

根からの雨水をタンクに貯留いたしまして、

雨水の流出量を抑制しようとするものでござ

います。初期降雨に対し一定の効果を見込め

るものと考えております。 

 近年、個人が設置されますこの雨水貯留タ

ンクへの設置費助成制度の創設などが各市町

で広がっております。平成24年４月現在、先

ほど議員さんがおっしゃいましたとおり、県

下では８市３町でこの雨水貯留タンク等への

助成金制度が制定、実施されております。本

町におきましても、この助成制度について先

進地の設置率、また事業等の効果等調査をい

たしまして、今後制定に向け検討してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ありがとうございます。 

 揖保線が直接の原因とは考えにくいという

ふうなお話でもあるんですが、地元の方の捉
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え方というのは、揖保線の南側の山電さんの

土地があるわけですけども、その山電さんの

土地が高くなってるんで、それが原因と違う

かというふうなお声を出されてる方も多数あ

るわけです。その辺の因果関係ははっきりと

わからないかもわかりませんけども、水は高

いとこから低いところへ流れるというのはも

う自然の摂理であるんで、もしかしたら冠水

の一要因になっているかもしれません。さら

に、この山電さんの土地に関しては、もう何

年も前から石海地区選出の元議員の方からた

びたび有効活用に関しての質問や要望が繰り

返されてきたことと思います。また、この揖

保線の開通にも関連することで、吉福グラウ

ンドがなくなり、それのかわりとして、本来

ならば本年、24年に完成予定だった石海南公

園の設置計画も先送りで残ったままになって

おります。そういったことも踏まえて、一度

北川町長に町内の雨水対策、また中・長期的

な視点で、石海地区のこのＪＲ線南側の今後

含めて、町内の雨水計画についてどのように

お考えになっておるかお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） 首藤議員から太子町内

の雨水計画の今後の考え方の質問でございま

すが、御存じのように現在太子町全町は下水

が整備され、次の雨水についてどうするかと

いうことを考えなければいけない時期に来て

いるということは私自身も承知しているとこ

ろであります。しかし、御存じのように雨水

というのは上から下へ流れる水のことであり

まして、下の状況も十分研究調査しながら太

子町の雨水のあり方を今後考えていきたいと

思ってるところであります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 厳しい財源の中ではござい

ますが、雨水対策というのは町民の一つの大

きな願いでもあるんで、その辺よく検討して

いただきたいというふうに強く要望しておき

ます。 

 もう一点、非常に細かいことなんですが、

今年度の台風４号のときに、総務のほうから

もう総括的な被害状況等の書類もいただいた

んですけども、その折に水位と雨量の推移と

いうことで上がってるところが、雨量はテレ

メーター、勝原地点というふうになっておっ

て、あと大津茂川とか林田川のことに関して

勝原とか誉の数値が上がっております。太子

町の水位というのがゲリラ豪雨の場合もう局

地的に変わるんで、太子町内でもこっち降っ

てるけどあっち降ってないというふうなこと

も起こり得ます。太子町の雨量を測定するも

のは今どういうふうになっておりますでしょ

うか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 街づくり課が所管

をしておりまして、役場の中に雨量計はござ

います。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 街づくり課にあるのを確認

しておりますが、若干古くもなっておるとい

うことも聞いておりますんで、新庁舎建設に

あわせてはまた新たな機械も取り入れていた

だくようなことも考えていただければと思い

ます。 

 先ほどの雨水タンクに関してですけども、

井手部長の答弁の中にも兵庫県の総合治水条

例、これ24年、今年度４月１日にでき上がっ

た条例ですけども、その中にも先ほどの答弁

の中にあったように、治水というんですか、

雨水の浸透機能を各家庭のほうにも取り入れ

ていきたいというふうなことが条例の中でう

たわれております。また、国のほうでも雨水

の利用を、雨水を一時的に貯留するための施

設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の

用、その他の用途に使用することと定義し、

国、地方公共団体、国民等それぞれに責務を

定め、雨水の利用を推進し、水資源の有効な

利用を図り、雨水の流出抑制に寄与すること

を目的とした雨水利用推進法案が先月、７月

27日に参議院のほうで発議され、全会一致で

通過して、今衆議院のほうに送られていると
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ころです。衆議院、御存じのとおり今非常に

みっともない状況ではございますけども、そ

の法律の中で、やはり各家庭に雨水タンクで

すかを積極的に取り入れていこうというふう

な形で、地方公共団体による助成ということ

が第15条の中でうたわれております。そうい

ったことも含めて、先ほど検討するというふ

うなご答弁いただいたわけですけども、雨水

タンクの助成金制度について、どういった形

で、検討の度合いもいろいろございますけど

も、厳しい財源の中ではあるんですけども、

もう一回再度答弁のほうお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 雨水タンクの貯留、

各家庭でということでの補助制度を設けては

どうかというようなことは、実は昨年ぐらい

からは一応検討はしておりましたが、太子町

としてはまだ取り入れてない状況でございま

して、先ほど経済建設部長が申し上げました

とおり、あるいは議員も言われましたが、８

市３町ということがございますので、まだま

だどれだけのその効果といいますか、その辺

のところもどうであろうというようなこと

も、はっきりそのメリット、デメリットとい

いますか、そういうところも完全な検証はし

てない状況でございます。しかしながら、先

ほど議員がおっしゃったように兵庫県の総合

治水条例の中でそういうようなことができて

おりますので、去年の段階ではそこまで至っ

てなかった、まだ聞いてなかった状態でござ

いますので、その辺も勘案しながら今後検討

していきたいと、このように考えています。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 検討のほうよろしくお願い

します。 

 実はきょうちょっと喉が痛くて聞き取りに

くかったと思いますけども、その辺最後に皆

さんに謝っておきます。 

 今回、揖保線に関して石海のほうの冠水の

ことお話ししましたけども、子供たちの通学

路にも影響する太田小学校の周辺及び太子西

中学校北側の雨水対策などなど、町内には問

題となっている箇所が多数存在しておりま

す。地域ごとに道路事情、住宅事情などの課

題が伴うことなので、事業の緊急性、優先順

位は決めにくいかもしれませんけども、安心

して暮らせるまちづくりのためにも、ぜひと

も緊急性と予算をしっかりと検討しながら雨

水幹線整備を県の条例、また国のほうで決ま

る法律に基づいて速やかにできるように進め

ていただくよう強く要望して一般質問を終わ

りにいたします。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 おはようございます。 

 ７番日本共産党の平田です。 

 北川町長におかれましては、新任おめでと

うございます。太子町の住民のためにもどう

かよりよい町政をお願いをいたしまして、通

告に従いまして質問させていただきます。 

 まず最初の１番でありますが、やすらぎタ

クシー運賃助成制度についてであります。 

 この制度は、今年の５月より、交通機関な

どの利用が特に困難で、自動車など持たない

高齢者の方、また障害者世帯に対しましてタ

クシー利用券を交付し、日常生活における交

通手段を確保するやすらぎタクシー運賃助成

事業としてスタートしております。 

 その中で１件目は、現在の運用実態はどう

か。また、それに対する適用を受けている世

帯、またそういった人数は幾らになるのか。 

 それと２番目に、適用条件で、その世帯に

自動車のあるなしで判断しており、目的と実

態が合わないというような指摘などが、そう

いった問題などがなかったのか、この２点を

とりあえずお伺いをいたします。お願いいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 平田議員のご質問に

お答え申し上げます。 

 やすらぎタクシーの運賃助成についてでご

ざいますが、まず最初に重度障害者世帯のほ
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うからご説明申し上げます。現在の運用実態

はどうか、適用を受けている世帯はというよ

うなご質問でございますが、８月22日現在、

支給対象者606名に対し、支給者は63世帯

67名でございます。校区別の内訳を申し上げ

ますと、斑鳩地区14世帯15名、石海地区23世

帯25名、太田地区21世帯22名、龍田地区５世

帯５名でございます。使用の状況でございま

すが、７月末現在で、金額としては25万

6,500円ということでございますので、513枚

でございます。 

 また、２の適用条件のところでございます

が、重度障害者世帯のことについては問題な

く運用できているというふうに考えていると

ころでございます。 

 続きまして、高齢者世帯でございますが、

高齢者は利用世帯、８月22日現在408世帯、

利用状況でございますが、７月末現在１万

1,870枚中2,221枚、利用率として18.7％でご

ざいます。 

 適用条件のことでございますが、やすらぎ

タクシーの運賃助成事業は自動車を所有して

いない高齢者世帯を対象に、日常生活におけ

る交通利便の向上に寄与することを目的とし

ております。また、自動車を所有していない

世帯としていることにつきましては、運転が

できないなどの実態を把握することが難しい

ことから、自動車の所有の有無を判断基準と

いたしております。 

 ご質問の目的と実態が合わないという指摘

など問題はないかということにつきまして

は、自動車を所有しているけれども運転する

ことができない方、またお医者さんにとめら

れているといった方が実態としてあるという

ことをおっしゃっているかと思います。そう

いった方々につきましては、自動車を廃車し

てから現在のところ申請をしていただいてい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ありがとうございます。 

 今言われたことでちょっとお話しさせてい

ただきますのは、本来の目的は障害のある人

や病院、そういった方が買い物に行けない、

そういう不便な高齢者の人たちに掲げられた

と解釈しております。問題と私が言われます

のは、障害者のほうは問題がないと思いま

す。その中で、運用に当たって世帯、その言

うた世帯に自動車があるなしで判断されてい

るということが問題であるのではないかと私

は考えております。例えば高齢者の場合、年

と車が条件満たせば、何不自由なく元気であ

ってもこれが受けられるということがあるよ

うに見受けられます。また一方、子供は車が

ある、子供が持っている人がいるとした場

合、不自由があってもこれを受けられない

と、この件についてどう思われますか。そう

いうことで再三意見を聞いており、またそう

いう苦情も私のほうにも何件と上がってきて

おりますので、その件についてちょっとお伺

いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 議員がおっしゃる、

子供さんとの同居の場合で子供さんが車を持

っておられると、そういった方々について

は、もちろん高齢者世帯ということにしてお

りますので、今のところ配布しておりませ

ん。それはなぜかといいますと、先ほども少

し申し上げたんですが、同居の家族がいらっ

しゃる方につきましては、ご家族が送迎され

ていることももちろん考えられますし、また

家族が勤務されているため日中の交通手段が

ない方という方もいらっしゃいますが、実態

把握といいますか、そういったところは行政

側ではそこまでは実態把握ができないという

ことから公平な判断ができないのではない

か。したがいまして、車のあるなしでの判断

ということをさせていただいているところで

ございます。先ほど申し上げましたが、高齢

者世帯を対象としておりますので、同居のご

家族がいる方については、現時点においては

配布ということは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 
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○平田孝義議員 ありがとうございます。 

 何度も言うんですけど、例えば家に車があ

る、また日常には車は子供のもんであって、

正直言って子供は仕事に行かれます。仕事の

内容によってはそれぞれ家に帰れない職業も

あり、本当にそういうことで車が使えないと

いう方がおり、また病院や買い物に行こうと

思っても行けない、このような困難を来して

いる人もいらっしゃいます。年齢的に適用

し、何ひとつ不自由ないのに、健康者に車が

ないだけで認めてもらってるじゃないかとい

うような、こういうこともございます。目的

からして大きな問題であると考えられます。

今副町長が言われました条件の線引きについ

ては本当に何かと難しい点もあると思いま

す。そういう中で、実態をよく検討され、障

害者、高齢者の人たちのためにも弾力的な運

用を図るべきではないかと私は思うわけでご

ざいます。この点どうかそういったことで、

早急に検討というか、いろいろな施策考えて

いただきまして、今後お年寄り、またそうい

った方々が運用できますようお願いをいたし

まして、次の２番の質問にかえさせていただ

きます。 

 ２番目ですが、小規模多機能型居宅介護施

設についてであります。 

 太子町の調査によりますと、今後高齢者の

増加に伴い、要支援、要介護、そういった

方々の認定者が増加すると見込まれておりま

す。平成26年度認定者数は推定で1,154人と

なり、平成21年度と比較すると261人増加を

見込みと、年々少しずつ増え続ける中で、や

すらぎ太子ひまわりプラン2001年、当局が出

されたプランでございますけど、老人福祉計

画第６次及び第５期介護保険事業計画により

ますと、地域密着型サービスの充実として小

規模多機能型施設を平成26年度末に太子西、

東校区内にそれぞれ１事業の基盤整備を計画

とありますが、これはぜひ実現していただき

たいと思います。 

 そこで質問でございますが、実施となった

場合、どの程度の規模のものを考えておられ

ますのか。 

 またそれと２つ目には、太子町独自の包括

支援事業としてやる計画なのか。それとも、

社会福祉法人その他の介護福祉事業者が行っ

ている事業所等に委託するものなのか、この

２点をお聞きしたいと思います。お願いいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず１点目のところ

でございますが、どの程度の規模のものを考

えているのかというお尋ねでございます。町

として考えておりますのは、定員が通所利用

最大15名、宿泊最大９名の規模、おおむねで

ございますが、施設を２カ所考えておりま

す。議員おっしゃいましたように、ひまわり

プランでも東区域で１カ所、西で１カ所とい

うことになっておりますので、ひまわりプラ

ンでは平成26年度末を目標といいますか目指

していると思いますので、そういったところ

で努力していきたいというふうに思います。 

 ２点目、町としてされるのかどうかという

ようなことでございますが、これにつきまし

ては、介護保険制度におけるあらゆるサービ

スの事業所はほとんどの場合社会福祉法人や

株式会社などの民間が行っております。お尋

ねの小規模多機能型居宅介護施設についても

同様でございまして。しかし、小規模多機能

型居宅介護施設は事業者がなかなかあらわれ

ないのが現状としてございます。行政が公募

し、事業参入を促しているのが実態でござい

まして、本町におきましても行政が事業者と

なり、地域包括支援センターが運営したり、

社会福祉法人等に委託するのではなく、広く

事業参入を促してまいりたいと、このように

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ありがとうございます。確

かな説明をいただきまして本当にありがとう

ございます。 

 この小規模多機能施設に対する思いなんで

すけど、計画見まして本当私はうれしく思
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い、また今回このようなお尋ねしたわけでご

ざいます。 

 質問またちょっと変えて質問したいと思う

んですけど、平成18年から新たに始まった地

域密着型の介護保険事業所で、今現在太子町

には小規模多機能ホームとかそういった施設

がどのくらいあるのか、この件について少し

お伺いしたいのですが、おわかりでしたら教

えていただけますか。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時25分） 

（再開 午前11時25分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） ちょっと通告いただ

いておりませんので、はっきりとした答弁で

はないかと思いますが、１カ所はあると思い

ます。見ようによってはといいますか、２カ

所太子町内にあるように聞いております。正

確なことではございませんので、申しわけあ

りませんが、はっきりとわからないというこ

とでお答えにさせていただいたほうがいいか

な思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 申しわけなくございます。

どのくらいあるのかなあと、ふっとちょっと

思ったもんでお尋ねしたわけなんです。それ

からすると、この地域密着型としては、太子

町としては少し少ないかなあと思うわけであ

ります。そういう中で、従来の施設で認定状

態ごとに介護認定の方が施設に入られるとす

れば、見知らぬ土地で家庭や友達と離れて生

活することになります。また、小規模多機能

施設を利用することによって、状態が変わっ

てもその施設で、住みなれた地域での家族の

見守る中で友達また仲間たちとともに生活が

できると、こういったもう利便性がありま

す。そういったことで、本当にお年寄りの人

たちにとってはよいところでもあります。ま

た、家族にとっても安心し得る施設と考えら

れます。訪問によるヘルパーステーション、

また通いのデイサービス、宿泊のできるショ

ートステイなど、１カ所の事業所で３つのサ

ービスが同時に利用できるというような、こ

のような施設でありますから、遠くでなく、

地域密着型の小規模多機能を有する施設をぜ

ひ最低でも東、西と、２カ所と言わず、従来

南北へも考えていただきたいなあと思いま

す。 

 それと、小規模多機能ホームを有する、実

績のある介護事業所がもし申し込むとこがあ

ったとした場合、現在太子町としては、お聞

きしたいんですけど、そういうのを受け入れ

る体制はとられておるのですか。この件１件

お伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 東圏域といいます

か、東と西と分けますと、東圏域で先ほど申

し上げました、議員のお言葉おかりしますと

三位一体の機能を備えた施設ができる予定で

ございますので、西については先ほど申し上

げましたように事業の参入についてのそうい

った促してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 東、西といいますと、やっ

ぱり遠く離れるとこでその施設に入るという

ことになりますから、姫路なんかは２キロ範

囲内に小規模多機能という計画がされている

みたいです。そういう中で、やっぱり大きな

施設よりも、三位一体と先ほど言われまし

た、そういう施設が多くできるということは

お年寄りにとっては大変にいいことだなとい

うことで私は質問させていただきました。そ

ういった中で、ぜひこういうことを少しずつ

前向きに実現をしていただいたらなと私は思

いますので、今後よろしくお願いをいたしま

す。 

 次に移ります、質問。 

 ３番の非核平和都市宣言の町として、前回

もこの質問させていただいたのですけど、こ
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のことに対して、67年前、広島、長崎に投下

された２発の原爆によりまして多くのとうと

い命が奪われております。今現在も放射線の

後遺症に苦しんでおります。それも、子供、

女性、老人など非戦闘員も区別なく、広島、

長崎で約29万人もの人が亡くなっておりま

す。悲惨な被爆体験を持つ我が国では核兵器

廃絶と戦争のない平和な社会を求めるために

多くの自治体が非核平和都市宣言を上げてお

ります。そういった中で、いろいろな取り組

みを行っております。 

 そこで質問ですけど、太子町は非核平和都

市宣言の町として内外に平和をアピールする

必要があるのではないかと思いますが、当局

としてどのような対応をなさるのか具体的に

お聞きしたいのと、それと北川町長にお尋ね

もいたします。 

 2010年５月にニューヨークにおいて開催さ

れた核不拡散条約の再検討会議において、そ

の年の同年５月28日に核保有国を含む全ての

国々の全会一致によって採択されました。そ

の年の2010年９月、太子町定例議会において

北川町長が町議会議員のときに非核平和の都

市宣言の町として、それらを目指すことを全

会一致で採択されておりますが、今度町長の

立場、またトップとして、またそういったこ

とでこの件に関しどのように考えておられま

すか、お尋ねをさせていただきます。お願い

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） １番目の点をお答

えいたします。 

 非核都市宣言を平成22年８月に太子町議会

議員の発議によりまして決議され、世界平和

を訴える都市宣言、平和宣言自治体の仲間入

りをいたしましたが、さらに平成23年12月に

は、平和を願い、核兵器の廃絶を求め、人類

の未来と町民の平和な生活を守るために、世

界恒久平和の実現を目的としました平和市長

会議にも加盟し、町外へのアピールを行いま

した。 

 また、町におけます非核平和行政事業とし

ましては、戦没者追悼式の開催や、各小・中

学校において平和教育、映画、ビデオ鑑賞、

修学旅行などを継続して実施いたしておりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） 私に対しての質問であ

ります。 

 ご指摘のとおり2010年９月議会であったか

どうかちょっと記憶が定かではありません

が、総務常任委員会に所属しておりまして、

核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現につきま

しては、そういったことに対して全会一致で

したというのは記憶しております。太子町長

に就任いたしました今でも考え方につきまし

ては変わりがありません。今後におきまして

も、世界平和を訴える平和宣言を町内外へア

ピールするとともに、町の非核平和行政事業

を引き続き推進してまいる考えでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ありがとうございます。 

 前回のこの質問に対しては総務部長からお

受けしたんですけど、あのときからしたら随

分に躍進したなと私は思うわけであります。

前回の戦没者追悼式とか、それ並びに写真

展、また子供たちに対する戦争に対する平和

の教育、これは前回も言われておりました。

当然この件に関しては当たり前のことで、私

の質問は、核兵器をなくすために太子町は宣

言採択されたのに、平和運動として何をされ

るんかということをお尋ねしたわけでありま

す。今現在全世界に、長崎、広島に投下され

た、それに匹敵する原爆が２万発保有されて

おります。これらの核兵器廃絶に向けた人類

の未来を決定させていく行動の原点となるの

は、私たち一人一人の町民であり、国民の力

でもあります。各自治体の思いやりと行動に

よって大きく核兵器のない平和で公正な世界

が高まると考えられます。北川町長におかれ

まして、この平和に対する町民、またそうい

うことをアピールするということで、どのよ
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うな考えを持たれておりますか、少しお尋ね

したいんでございます。お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 北川町長というよ

りも、本町のできますことは、戦没者追悼式

の開催や各小・中学校における平和教育、映

画、ビデオ鑑賞、修学旅行、こういうものを

継続して実施してまいる、そういうところで

ございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 前回の回答と全く一緒の回

答でございます。 

 今年も東京より原爆禁止世界大会、広島に

向けて暑い中、通し行進の人たちが当役場に

立ち寄っております。今年は香田部長初め議

会事務局の方々と多くの町民の方々が出迎え

をいたしました。一行は、たつのの人たち、

太子の一部の人たちで船坂峠を経由し、リレ

ー方式で毎年大会地の広島、長崎に向かって

行動続けてるわけであります。いつも思うこ

とは、新宮町を通過するときに、ほとんどの

おうちの方々が前に出られ、出迎えをされ

る。こういう姿は本当に平和に対する教育が

行き届いているのだなあということをいつも

痛切に感じております。そういったことで、

町長初め当局に対してお願いしたいことは、

スポーツなどの大会出場により、個人、団体

などの懸垂幕など、公共の施設などに各所に

上げられておりますが、それはそれなりにい

いことであります。せめて平和を願う８月の

行進時期だけでも、平和に対するそれなりの

アピールをできないものか。また、近隣地

域、加古川、高砂、姫路などのように実現を

していただきたいものであります。姫路など

は常に公共施設などに、看板などによって平

和を訴えております。その件に関して、今言

われた懸垂幕のことですが、どうお考えです

か、一度お尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 現在のところ特に

考えておりません。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 私が言うのは、平和という

のはやっぱり生きる上での人間の基本ですか

ら、そういうことをやっぱり全町民に知って

いただくということも大事で、そういうこと

で私はお願いしているわけであります。 

 余談でありますが、私は18年間長崎原爆禁

止大会に参加をし、またここ４年連続、広

島、長崎と交互に大会に参加をしておりま

す。被爆者の方々と話をするときがあり、原

水禁に参加し、私が求めていることは、非核

に対する政治家の言葉ではありますが、被爆

者の人たちの言葉であります。被爆者の誰も

が言われるのは、原爆に対し、今誰の責任と

か、アメリカが悪いとか恨むことはありませ

んと。また、恨むとすれば、自分が家族、友

達と一緒に死ねなかったことが私の悔やむこ

とであり恨みでありますということを言われ

ております。ただ、そのつらさ、死ねなかっ

たことが自分で悔やむということで、こうい

う人を、またそういった私たちをつくらない

でくださいということを言われておるんで

す。ほとんどの人たちがそのように言ってお

ります。そういう中で、先ほど総務部長が言

われた考えておりませんということに対して

は、どうかなという気も私は私なりに考える

わけであります。今、日本のみならず、世界

の5,200を超える都市が非核平和都市宣言の

意義を唱えて平和に広げる力を注いで頑張っ

ておられます。平和宣言した町だからこそ何

をすべきか考えるべきじゃないかと思いま

す。どうか核兵器のない世界に向けて、先ほ

ど私が言いましたアピール実現に努力するこ

とをお願いいたしまして次の質問に参りま

す。 

○議長（佐野芳彦） ちょっとよろしい。 

（平田孝義議員「はい」の声あり） 

 町長からは答弁何か。 

 町長。 

○町長（北川嘉明） 今平田議員さんから、

その思いを町長という席に座らせていただい

て十分聞かせていただきました。 

 ただ、先ほど総務部長が申しましたよう
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に、懸垂幕や看板を立てるだけで本当に非核

宣言の太子町としていいのかどうかというの

は、私はそこは疑問を持つところでありま

す。先ほどから言われてます平田議員の思い

を十分酌みながら今後の太子町の非核また平

和行政事業にどうあるべきかということを考

えていきたいと思っております。 

 余談でありますが、私も広島また長崎へも

行ってまいりました。長崎で鐘をずっと守っ

ておられる方にお話を夏の暑いときに聞いて

まいりました。そういった思いを考えます

と、先ほどから言われてます平田議員の思い

に共通する分がありますので、今後考えてい

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 どうも北川町長ありがとう

ございます。 

 これからそういった中で、町民もやっぱり

そういう懸垂幕などしてアピールをするとい

うことが、少しずつそういうことが植えつい

てくるんではないかと考えられますので、ど

うかお願いをしておきます。 

 そういったことで、４番目の農業振興によ

る地場産業の活性化について質問させていた

だきます。 

 野田政権が進めておりますＴＰＰが締結さ

れれば安い単価の農作物が外国から大量に輸

入されます。日本の農家の状況にとっても深

刻な危機を迎えられる。また、それに伴い食

の安全についても危惧をされております。そ

こで、太子町の農家にとっても深刻な打撃を

受けることは明らかであります。環太平洋連

携協定により関税が撤廃されれば、いろいろ

なメリット、デメリットといったことがある

ということは百も承知であります。それらの

中に公的医療保険制度、民間医療保険制度、

薬価などの営利本位の株式会社、また医療事

業参入などの外国資本の開放によって仕事が

奪われるおそれがあります。 

 それはそれとして置いておきまして、きょ

うの私の質問は農業に対する太子町の振興

策、それに伴う地域活性化をどのように進め

るのか、どのような施策を講じ、ＴＰＰに対

抗し、農業地域活性化をつなぐのか、まずこ

の件に関して当局、課にお尋ねをし、北川町

長にも地域活性化に伴う予算など一、二、

三、質問をさせていただきます。お願いいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） お答え申し上

げます。 

 環太平洋連携協定、ＴＰＰへ参加での県内

農業への影響試算が先週の神戸新聞で公表さ

れておりましたが、本町におきましても県と

同様に、米などの主要品目において価格の下

落、生産量の減少など大きな影響を受けるも

のと予測しております。また、残留農薬規制

等の撤廃などが迫られ、食の安全が脅かされ

る危険なども考えられます。これらの多くの

懸念が指摘されていることは十分に認識いた

しております。 

 さて、本町農業の現状につきましては、耕

地面積が0.5ヘクタール未満の小規模な個人

経営による兼業農家が大半を占めておりま

す。その平均年齢は約65歳でございます。こ

のような状況での本町農業の今後の基本的な

方針といたしましては、農業経営の安定、効

率化を推進するとともに販路の拡大等を図り

まして、農業を持続可能で魅力ある産業とし

て新たな農業経営の担い手を確保、育成すべ

きと考えます。 

 一方、都市近郊に位置する立地条件のよさ

を生かした高付加価値型農業や遊休農地での

都市住民との交流事業など、またイチジク栽

培などの新たな特産品の開発、地産地消の一

層の推進などによりまして、農地、農業集落

を多目的に活用し、遊休農地の解消、農業集

落の活性化を図ります。さらに、優良農地の

保全、集積的確保に向け推進したいと考えて

おります。 

 予算面についてでございますが、先ほどの

太子町の農業の基本的な方針を踏まえまし

て、他の産業と同様に適正な予算配分を行っ
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ていかなければならないと考えておりますの

で、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 部長からの今ご説明で、付

加価値型農産物、またそういった商品を休耕

田なんかを活用しての確保ということで、予

算の計上に関してもこれから考えていくとい

うことを言われました。 

 そういうことで、ＴＰＰに対しても多くの

自治体が暮らしと地域経済の打開の方向とし

て、農業振興として地道な施策を考え、食

育、食の安全と地域地産の方式を目指し頑張

っておられます。 

 また、例を挙げて申しますと、愛知県の新

城市などでは、今よく問題になっております

非正規雇用が拡大している中で、農家の若い

人たちが農産物の生産や販売だけではなく、

農業は人と地域を結ぶきずなとして消費者と

交流を深め、田植え、畑仕事の経験のない人

たちを集めて、大々的に田舎体験を通して、

またそういった中でオーナー制をとり、農業

再生によってまちを活気づけているところも

あります。 

 また、奈良県などでは、つくる農家から販

売農家への多彩な取り組みに農民連と行政が

一体となり、農民にとって大事な生産と流通

に対し、実績を上げられております。全国あ

ちらこちらで、また四国、九州などでは活発

に地域活性化に向け、農業また漁業に対し、

先を見越した活動を行っております。 

 そこで、太子町地域の中には農業振興や地

場産業の活性化について考えたり、また具体

的に取り組んでいる人たちもいらっしゃいま

す。このような人たちの意見や要望もよく聞

いて、取り入れる必要もあるのではないかと

思うわけで、予算的な措置、こういったこと

も、助成またそれに伴うことも努めていただ

きたいなと思うわけであります。そういった

ことから、新任で北川町長も農業のことはま

ずわからないかとは思うのですが、予算面な

んかでどのように考えておられるのか、それ

を聞きたいのであります。お願いをいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） 町の考え方につきまし

ては、先ほど経済建設部長が申し上げたとお

りのことを今後も続けていくべきかなと思っ

ております。 

 また、予算面につきましては、いろいろと

内容を精査しながらやっていかなければなら

ないものと思っております。 

 ただ、平田議員に一つわかっていただきた

いのは、私は59歳になりますが、実は三十

二、三歳までは農業をやっておりました。鵤

へ来て、正直言いまして親が亡くなったとき

にいろんな意味で農業をやめたわけでありま

して、私は決して農業を知らない町長ではな

いことを知っていただきたく答弁とさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 まことに申しわけございま

せん。町長は薬関係のお仕事だけされとった

んかなあと私は思いまして、本当に申しわけ

ございません。この件に関して、よき理解者

が町長であるということは本当にありがたい

お話でございます。 

 田んぼや畑をトラクターですく土の中から

飛び出してくる虫、またミミズをついばみに

野鳥がトラクターの後ろをついてくる光景を

よく私は見かけるわけであります。田畑は、

人間を初めとして、さまざまな生き物が生き

場として命を循環する場と考えております。

そんな農業の場が、ＴＰＰが決定すれば年々

少しずつ減り、消えていくような気がしてな

りません。そこで、言葉の中とはいえ、無理

やり的に話をしましたが、市場の仕組みを行

政において押しつけるだけで満たされるとは

私思ってはおりません。どんどん農業がいろ

いろな形の中で崩れていくことが私は心配で

あります。積極的に活路を見出し、発展の可

能がある限り大いにやるべきじゃないかと思

うわけであります。太子町は幸いに利便性に

富んだ町でもあります。そういった町である
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からこそ地場産業に名を出し、特産品をこれ

から出していくべきじゃないかと考えるわけ

であります。 

 そこで考えられることが、先ほどお話をさ

れなかったんですけど、私、この間広報ちょ

っと見せていただいたんですけど、その中に

も太子イチジクなんかの広報が載っておりま

した。こういった太子みそとか、またいろい

ろとちまたでお話があります松尾のタケノ

コ、このようないろいろな生産物が太子町に

はございます。そういった中で、第２産業と

して加工に対する手法、またそういった仕組

み、それらに伴う後継者問題、つくる農家か

ら販売の農家への転換の仕組みを変える手助

けをすることはやっぱり行政の仕事ではない

かと思うわけであります。そういった中で、

農業従事者初め、また我々消費者、そういっ

た方々がともにこれから５年、10年見据えて

考え、またそれを実行することがこれからの

太子の農業を守ることではないかと私は思う

わけであります。そういったことで最後に、

そういう考えを私は持っておりますけど、ど

う行政は考えておられるかお聞きしたいと思

います。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 太子町の農業どうあ

るべきかというようなことでございますが、

私、私見ではございますが、一つ考え方とし

て、農地が荒れ地になってるよりは、いわゆ

る水田であり畑であったほうが見た目も環境

面も非常にいいということから考えますと、

22.62平方キロの中がいわゆる庭という考え

方でいきますと、整然と整備された田畑とい

うのが理想的には望ましいんではないかとい

うふうに思います。その中で、太子町の子供

たちがきれいなところで育っていくというこ

とでのいいものが出てくるといいますか、い

い子供たちが育っていくのではないかという

ふうに私は考えております。理想ということ

をちょっと申し上げましたが、理想的にはそ

ういった田畑があるのが望ましいと思いま

す。ただ、時代の要請の中でＴＰＰとかいろ

んなことがありますので、それが可能かどう

かといいますと、非常に難しい、困難である

というふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 最後ですけど、太子町でＴ

ＰＰ問題ということに対してさほど私も意識

はしてないんですけど、このＴＰＰが決定さ

れれば一番心配してるのは食の安全と自給率

です。ただ、それによって農業の方々がやっ

ても仕事にならない、それに対して当然もう

田んぼ、畑はやめてしまうということが少し

私は懸念してるわけで、その中でも地域の中

にはこの農業に対することをよく考えられ、

また地場的に何かやろうよという方もおられ

ます。そういった方々がおられるのに芽を摘

むようなことでなく、そういった人をやっぱ

りよいことであればそれなりの予算をとって

あげ、太子町の農業指導者が育つ、またそう

いった夢がある、また希望が持てるような育

成と、そういった活気のある農業と、それに

伴うまた福祉、そういうことが生かされる町

にしていただきたいと私は思うわけでありま

す。そういうことで、きょう私が質問したこ

とは夢物語みたいに聞こえたようではござい

ますが、これは必ず皆さんが全力でぶつかれ

ばやり得ることだなと思っておりますので、

どうかお願いをしてこの質問にかえさせてい

ただきます。終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時59分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 午前中に引き続き一般質問を続行します。 

 次、福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ５番福井でございます。 

 新町長ご就任おめでとうございます。町長

選お疲れさまでございました。 
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 ８月も残り１日となってまいりまして、子

供たちは９月３日から始業式ということで、

いつものように元気で通ってもらいたいな

と、そのように思っております。 

 29日にパラリンピックが始まったわけでご

ざいますが、太子町出身の西家選手が29日、

オランダ戦で出場されるようなことが「広報

たいし」の９月号に載っておりましたが、結

果がちょっと気になっておりますが、精いっ

ぱい頑張っていただいて楽しんでいただけた

らなと思います。 

 それでは、通告に従いまして一般質問させ

ていただきます。 

 アメリカのニュース番組で、いじめに遭

い、みずから命を落とした子供の父親が集会

で必死にいじめの根絶を訴えていた姿が放映

されていた。子供のいじめが世界的な問題で

あることを改めて思い知らされる。国内でも

大津市でのことは周知のとおりです。現在、

第三者委員会が設置されて、真相解明が待た

れるところでもありますが、これから心も体

も成長していく子供らがいじめの当事者とな

る前に、私たちに一体何ができるのか、どう

したらいじめがなくなるのか、今学校、家

庭、地域社会が一体となった取り組みが要請

されていると思います。それにつきまして以

下にお伺いするものでございます。 

 １番、太子町内の各小・中学校でのいじめ

の実態は。また、いじめが発見された場合へ

の対応はどうか。いじめについてはどのよう

な対策をとっているのか。 

 ２、人権ジャーナルきずな──ローマ字で

ＫＩＺＵＮＡというタイトルになっておりま

す──の2007年２月号、いじめの問題の特集

で、兵庫県教育委員会義務教育課が公立小・

中学校におけるいじめの問題への取り組みと

して寄稿している中で、いじめ問題への対応

として、①教師用マニュアル作成による全教

職員の早期発見、早期対応能力の向上、②保

護者、児童・生徒用啓発チラシの家庭への配

布による家庭、地域との連携強化、③いじめ

相談専用ホットラインの新設による教育相談

体制の充実、④命の大切さを実感させる教育

プログラムを活用した教員研修の拡充と小・

中・高等学校での授業展開による命を大切に

する教育の充実など緊急な対応を図ることと

したとある。③については、ひょうごっ子い

じめ相談ホットラインを開設し、また夜間教

育相談窓口を設置した。②については、年明

け早々に配布したとしており、①と④につい

ては、また現在の状況は、②については継続

されているのか、③は有効に機能しているの

か、また周知されているのか。さらに、学識

経験者によるいじめ問題検討会議を設置しと

あるが、この会議の果たす役割、また活動状

況等は。 

 (3)太子町として子供のいじめの問題をど

う捉えているか。よろしくお願いいたすもん

であります。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。福

井議員さんのいじめに対するご質問でござい

ますが、このようにして全ていじめについて

のご質問をいただきました。太子町の大人が

子供について関心を持っていただいて、いじ

めの早期発見、そして早期解決に向かっての

関心の深さに本当にありがとうございます。

太子町教育委員会の取り組み並びに現状を報

告させていただきます。 

 (1)の太子町でどのように対応してるかと

いうようなことですが、町教育委員会事務局

に報告のあった昨年度のいじめの認知件数

は、小学校ゼロ、中学校１件でありました。

今年の７月末現在まででは、小学校ゼロ、中

学校２件でございます。 

 いじめが発見されれば、直接聞き取り調査

を行うとともに、解決に向け、校長、教頭、

担任、生徒指導担当教員等、学年や学校全体

が一致協力し、関係児童・生徒や保護者との

対応に当たっております。いじめについての

対応は、学校全体として道徳やホームルーム

活動の時間を活用し、お互いを思いやり、尊

重し、生命や人権を大切にする指導等の充実

に努めております。 
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 中学校の２件でございますが、現在のとこ

ろ２件とも問題は解決しております。 

 (2)の①の教職員用いじめ早期発見・対応

マニュアルは県教育委員会のホームページに

も掲載されており、各学校において積極的に

活用しております。 

 また、④の命の大切さを実感させる教育プ

ログラムについても平成19年３月に県教委が

作成したものでありますが、体験活動を充実

させる等の提言は、現在小学校３年生が実施

しています環境体験授業に生かされておりま

す。 

 ②の啓発用チラシにつきましては、今年度

新たに県教委が作成を準備しており、12月を

めどに配布予定と聞いております。 

 ③のホットラインについては、現在も開設

されており、紹介カードは毎年度全児童・生

徒に配布されております。 

 学識者等によるいじめ問題検討会議につい

ては、いじめ問題への対応策について総合的

に検討し、緊急及び中・長期の対策について

意見を求めることを趣旨とし、平成18年12月

20日に第１回会議を開催されております。 

 (3)の太子町教育委員会としては、いじめ

はどこでも起こり得る問題であると捉えてお

ります。また、いじめは絶対に許されない行

為であると考えております。また、いじめら

れる子供の立場で考えること。そして、根気

強く継続的な対応を心がけること。また、周

囲と連携して対応に当たることが大切である

と捉えております。したがって、各学校にお

いては、いじめを許さない学級づくりを推進

するため、日々の児童・生徒の表情や服装、

そぶりの変化に気を配ること。また、落書き

や教室内のごみ、掲示物へのいたずらに気を

配ることなど、日々の学校生活の中で人とし

ての善悪について考えさせることや、どの子

に対しても認めることや褒めることを心が

け、学級経営に当たるように指導していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございます。 

 その中で、本年度７月末現在で、中学校で

２件あったということで、この問題は解決さ

れたというお話がありましたが、差し支えな

ければどういう問題であったのかだけお願い

できませんか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） これも隠蔽とかどう

かというふうに言われますですが、個人情報

等々がありますので、さほど詳しくは言えま

せんが、一点上げさせていただきましたら、

３名の子供が１名の子供に対する、若干にお

うというようなことで発言したらしいです。

そこで、そのことを察知しました担任並びに

他の周りの生徒は、それはおかしいんじゃな

いかというふうにして、両親を呼び説得した

ところでございます。２名についてはすぐに

解決したのですが、あとの１名には若干ご主

人が長期の出張されておりまして話がなかな

か通じなくて、先週ほど帰ってこられまして

話が通じたということで、解決したというこ

とを聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 その１件目のほうは子供た

ちの協力も得て、親御さんの協力も得て解決

されたという、そういうふうな皆で解決しよ

うとする方向は、今教育長がおっしゃられた

中でそういうふうな体制をとっているんだと

いうことが如実に具現された事実だろうと思

いますが、あとの１件につきましては、それ

はいじめを、その被害者でありましょうか、

加害者でありましょうか、その親御さんが出

張だったというご家庭は。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 加害者のほうでござ

います。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 今お聞きしました、非常に

私におきましても、いじめがあった場合、担

任だけが抱えるんではない、学校全体の問題

として考えていくんだという方向が示されて
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おるようで、これは安心しております。やや

もすれば担任は自分の使命感、責任感、そし

て教育のプロとしての自負もあり、どうして

も自分で抱え込もうとする、そういったこと

もあり得るのではないかなという危惧もあり

ます。それはそれで本当に使命感に燃えてや

っていただけたらいいんだけども、本当に自

分一人で抱え込むということは今般の情勢か

ら見ても非常に難しいものがあろうかと思い

ます。 

 その中で、一つ質問ということで上げては

おりませんが、この太子町として子供のいじ

めの問題をどう捉えているかという部分につ

いての質問の中になるかと思いますが、ちょ

っとお願いしたいと思います。 

 ８月24日読売新聞の朝刊で、警察庁は今月

９日、いじめ問題で、被害者の生命や身体の

安全が脅かされるようなケースであれば積極

的に捜査に乗り出すよう指示したと。また、

文科省は2007年の全国の教育委員会への通知

で、校内の傷害事件を初め犯罪行為の可能性

がある場合には、学校だけで抱え込むことな

く直ちに警察に通報するよう求めている。今

月中の策定を目指す、いじめへの総合的な取

り組みでも、文科省と警察庁、学校現場と地

元警察との情報交換、連携強化の方針だと、

そのように報じております。警察のいじめの

問題への積極的な介入、そして文科省の言う

警察との情報交換、連携強化については、教

育長としてはどう思われておりますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 既に、新聞紙上が発

表する前に、当町、私どもはすぐに警察等に

相談して、また関係機関に相談して解決を図

るように指導しております。この問題は学校

独自では解決できるほど単純なものでござい

ません。残りの１件についても、今申し遅れ

ましたんですが、既に保護者のほうから通報

で、ホットラインのほうで相談があったわけ

でございますが、ホットラインを使用しまし

たら当然その内容が学校現場と警察と関係機

関に通報されることになっております。そこ

で、既に３者、４者で話し合って解決してい

くというような手法がとられております。で

すから、もう警察等々には、専門機関等には

既に相談しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 確認ですけども、そのホッ

トラインは今申し上げたひょうごっ子のホッ

トラインですか、相談窓口は、そのことです

か。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） いえ、違います。そ

れは社にある教育相談所でございます。社で

す。教育研究所の中に相談所があります。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 その社にある教育研究所の

ことについて少し詳しくお話しいただけませ

んか。よろしいですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。先

ほどの言われてましたように、ひょうごっ子

いじめ相談24時間ホットラインは、これが社

の教育相談所の中にあるわけでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 はい、わかりました。了解

いたしましたです。 

 いじめがあって、いじめの被害者について

ですが、カウンセリング等はなされておられ

ますか。ちょっとお伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 事案によってはカウ

ンセリングをしております。ですから、いじ

めというふうに子供が思う前にカウンセラー

に相談するか、担任に相談するか、担任がま

たカウンセラーに相談するかというようなと

ころで、いじめと判断したならば、そういう

ふうにして全員で動く体制をとっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 カウンセリングにつきまし
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ては、いじめの被害者にかかわらず、加害者

にもなされておられますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） それも今も言いまし

たように内容によりまして、話し合えばすぐ

に理解できると、今の子供は自分が何をして

るか、自分の立場と居場所というものを若干

見失う場合がございます。カウンセラー並び

に担任教師によってそれを指摘されることに

よって素直に聞く者と、なかなか継続してや

まない者とあります。そういうときには、や

はり関係機関に相談しながら解決していくよ

うに図っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 カウンセリングの大切なこ

とはいろいろなところで言われております。

トラウマを引きずる心的外傷を後年まで引き

ずるというようなことも言われておりますの

で、本当にこのカウンセリングの重要さとい

うのはますます認識されることと思います。 

 それから、ちょっとここに持ってきたんで

すけども、これも読売新聞なんですけど、ご

らんになられたか、読売新聞お読みの方は、

もう１面で出ておりましたので、お読みにな

った方お読みになられたと思いますが。８月

21日付の朝刊、火曜日の朝刊ですけど、「ど

うか生き抜いて」という見出しで、読売新聞

37面です。１面ではその主題が載っておりま

す。ここに１面ではこのようにもう主題は載

っておりますですけども、こういう紙面です

けども、「どうか生き抜いて」という、ここ

に、この37面に載っていますが、この方は御

存じの方も多いかと思いますが、大平光代さ

んと言われる方で、2003年12月から05年10月

まで大阪市の助役をなされておられました

方。その中で、ちょっと私これ読んで、本当

にこんなことがあったんだなというようなこ

とが、本当にあったんですね、この方の寄せ

てる、この方の、ない話なので。すごい話で

す、これ。読まれた方は、本当にそんなこと

があったのかというようなことじゃないでし

ょうか。いまだに夢を見ます。河川敷、おな

かを刺す、多量の出血で動けない。現実の私

はそこで助けられましたが、夢の中では誰も

助けてくれない。ああ、もう死ぬんやという

ときにはっと目が覚め、私の体験は30年以上

前ですが、絶対に忘れられませんということ

で。本当にそんなことがあったのか、中学２

年生でするのか、できるのか、本当に私は何

とも言えない気持ちになったわけでございま

すが、その一節ですが、文部科学省や教師の

発想が昔と変わっていない。いじめはあって

はならない。だから、けんかだ、ふざけ合い

だと見て見ぬふりをする。まず、いじめは必

ず起こる、どう歯どめをかけるか、発想を転

換しなければというようなことで、非常に自

分のこととして本当に皆さん考えていただき

たいというようなことをおっしゃっておりま

す。そしてまた、ふざけ合いのレベルを少し

でも超えたと思ったら、それはいじめだよと

くさびを打っていく。そうしないと、子供は

これぐらいで許されるのかとエスカレートす

る。私のときも担任が毅然とした態度で相手

の生徒を叱ってくれていたら早い段階で歯ど

めがかかったはずですと。本当に本人でない

と言えない言葉じゃないかなと思います。で

も、これは最後の文ですけども、今の教育委

員は単なる名誉職である。市長主導の教育行

政に変えようという橋下徹大阪市長の手法に

賛成するわけではありませんが、意識改革が

必要だというメッセージを発して、これは教

育委員会内部でもできる。もっと意欲のある

人を教育委員に選び、例えば常勤で、現場に

足を運ぶ負担をお願いしますよと。人選、報

酬、待遇、全てが変わっていかないといけま

せんと、そういうふうに最後に結んでおられ

ます。本当にこういう体験をされても、そこ

でこういう「どうか生き抜いて」という見出

しになったんだと思います。本当に大変な人

生を送られておられます。 

 こういうふうな本当に今も大津のほうでそ

ういう事件があって、第三者委員会が開かれ

て真相解明に向かっておるわけでございます
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が、何とも痛ましい事件であります。これに

ついて別に教育長には求めませんが、本当に

太子町でこういうなことがあってはならない

なと思っておるようなことでございます。 

 それで、私ばかり申し上げておるようでご

ざいますが、先日テレビで鹿児島の小学生の

子が……。 

○議長（佐野芳彦） 質問してください。 

（福井輝昭議員「はいはい」の声あ

り） 

 質問のほうに行ってください。質問のほう

に、質問をしてください。 

○福井輝昭議員 はい、もうこれで最後に向

かいますので、申しわけない。議長、申しわ

けない。もうこれで最後のほうに向かいま

す。 

 先日テレビで、鹿児島の小学生の４年生以

上の子供が桜島までの4.2キロメートルを数

十人が２列縦隊になって泳いでるところが紹

介されておりました。子供たちはこの日を迎

えるまで本当に数多くの練習を積み、またそ

のことについても紹介されておりましたが、

練習、本番の中で子供たちはいろんなことを

学んだのではないかと思いますが、また子供

たちがこうして無事泳ぎ得たのには、親や教

師や、また地域の人たちが一体となって子供

たちを導いてきてやった結果ではないかなと

思います。いじめなどのそういった子供を取

り巻く問題は、やはり冒頭で申し上げました

ように、家庭とか学校、地域、社会が一体と

なって改めて取り組むことが大切ではないか

な。そうでないと、なかなかこの問題は見え

てこないなと思います。本当にいじめとは何

なのか、またいじめはなぜ起こるのか、いじ

めはどうしたら解決できるのか、こういった

ことは本当に学校や家庭や地域社会が一体と

なって踏み込んで、そしてそこから見えてく

るものではないかなと思っております。傍観

者であってはいけないということは、もうこ

れははっきりした事実でありましょう。 

 非常に私の質問に懇切丁寧にお答えしてい

ただきまして、本当にもう最後になります

が、ここで最後に、太子町の学校園で学ばせ

てよかった、太子町に住んでよかったと町民

の皆様が実感される教育行政、教育環境の充

実に力を注ぎますと、これは教育長、覚えが

あるかと思いますが、これは「広報たいし」

の2009年７月号に掲載された寺田教育長の教

育長就任の挨拶の一節でございます。この言

葉どおり、子供らにはよい思いを持って巣立

っていくように私は切に願ってやみません。

どうか今後ともひとつ子供たちのことよろし

くお願い申し上げまして私の一般質問とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 失礼します。12番公明党井

村淳子でございます。 

 町長選からちょうど１カ月がたちました。

北川町長におかれましては、初心をお忘れに

ならずに、太子町に住んでよかったと町民の

皆様方から喜ばれるようなまちづくりのため

に行政手腕を発揮していただきたいと思いま

す。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、通告に従い一般質問をいたしま

す。 

 まず最初に、介護ボランティアポイント制

度の導入についてということであります。 

 介護保険制度の開始以降、保険料と税金か

ら支払われる介護給付費は年々伸び続けてお

ります。これに伴い、個人の保険料も見直し

ごとに上昇を続けております。今年度は、全

国平均では月額5,000円にも迫っておりま

す。 

 介護給付費の抑制へ介護予防重視の施策が

展開される中で、着実に広がっているのが介

護ボランティアポイント制度であります。こ

れは、ボランティアをするとポイントがたま

り、換金もできる制度で、当初は高齢者の介

護予防とともにポイントを介護保険料の一部

に充ててもらうのが狙いでしたが、世代間の

支え合いを取り入れるなどの新たな取り組み

も生まれてきております。 
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 この制度を2007年に介護予防のために市町

が行う地域支援事業の一環としてスタートさ

れました。24年４月時点では60を超える自治

体が実施しており、高齢者の社会貢献活動を

促し、健康寿命を延ばす取り組みへの関心は

高いと考えます。 

 そこで太子町での介護ボランティアポイン

ト制度の導入に向けて伺いますが、全国的に

広がりつつある介護ボランティアポイント制

度を導入すべきと考えますが、当局のお考え

をお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 井村議員のご質問に

お答え申し上げます。 

 ご指摘の介護ボランティアポイント制度

は、介護ボランティア内容を評価、点数化

し、現金に換算した後、介護保険料に充てる

ことが多いようでございますが、今ご指摘い

ただいたように、別の支え合いという面もあ

るというふうには聞いております。現在、東

京都の稲城市が全国的に先駆けて実践してい

まして、全国的に広まりつつあることは承知

いたしております。本町といたしましても、

制度を導入することによりメリット、デメリ

ット、あるいは介護予防の視点からの効果を

含め、研究をして結論を出したいと現在のと

ころでは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 若干は調べていただいてい

るのかなと思います。まだまだ広がってはい

ない介護ボランティアポイント制度ですけれ

ども、ちょっと３点ほどご紹介をしたいと思

います。 

 各自治体で導入されている制度を挙げてみ

ますと、１つには住民がボランティア活動を

始めるきっかけ、励みとしてのボランティア

ポイント制度、これには対象年齢、特に65歳

以上とかせずに、限定せずに、また対象の活

動も広げたり、気軽に参加できる制度とか、

65歳以上の高齢者に限るもの、またポイント

制ではなくて、商品券との交換や公共施設、

また協賛するお店の割引制度等もあります。 

 ２点目には、ボランティアポイント制度で

活動を介護分野に限った介護支援ボランティ

アポイント制度があります。高齢者の社会参

加を促して、介護予防を推進することで、介

護給付費などの抑制を目指して導入が始まり

ました。先ほどもお話ししましたけれども、

例えば65歳以上を対象に、介護施設などでボ

ランティア活動を行った際にポイントが給付

され、またそのためたポイントに応じて介護

保険料軽減のための交付金が個人に支給され

るという仕組みでございます。 

 ３つ目には、介護保険を一定期間利用しな

かった高齢者へのお元気ポイント制度、例え

ば介護保険料を３年間利用しなかった元気な

高齢者には介護予防への取り組みを評価し

て、介護保険料やサービス利用料を軽減する

という制度、こういう大きく３つに分かれて

おります。大概、今60を超える自治体があり

ますということでお話しした中では一番取り

組みの多いのが65歳以上を対象にした介護ボ

ランティアポイント制度でございます。 

 このようにボランティアポイント制度とい

うのは、取り組みに多少の違いはあるもの

の、既に多くの自治体でも導入が進められた

り、今後検討課題になっているというところ

もございます。 

 先ほども東京の稲城市のことを言っていた

だきましたが、ここは平成19年から取り入れ

られて、もう既に５年を迎えるそうです。同

じく愛知県の津島市でも対象者を65歳以上の

高齢者とするボランティアポイント制度を導

入しておりますが、ボランティア活動を介護

保険施設などで行うと、例えば活動１時間に

つき100ポイントが付与され、ポイントの上

限は１日200ポイント、１年間で上限が

5,000ポイントであります。たまったポイン

トは年度末に、100ポイント100円、上限

5,000円までですから、5,000円分として介護

保険料の資金の一部として換金されるような

仕組みになっております。同じような、この

ような取り組みを今年８月１日から兵庫県の
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赤穂市でも事業が開始をされたところで、今

現在介護ボランティアの募集をされていると

いうような状況でございます。これは65歳以

上に限ってのそういうボランティア制度です

けれども、鹿児島県の霧島市というところで

は子育てのサロンに人気がありまして、高齢

者の方が赤ちゃんの世話をする赤ちゃんコー

ナーが特に人気で、高齢者の方はやっぱり長

い人生の経験の中でいろいろな子育ての手法

を持っておられますので、それとともに赤ち

ゃんと一緒にいれば元気がもらえるというふ

うなことで、世話をするのが楽しいと高齢者

の方にも大好評なようでございます。 

 展開の仕方はそれぞれ地域の実情に応じた

やり方をされておりますが、太子町でもみん

なで支え合う、活気ある地域づくりに向け、

みんなで社会を支えていく仕組みづくりのた

めに、これらのボランティアポイント制度、

いろいろと種類もありますし、近隣でもして

るところは赤穂がされておりますし、それと

三木のほうでもされておりますから、何ぼか

は見本にできるようなところもありますの

で、今後さらに研究をしていただいて、そう

いう高齢者の方が毎日どっかに出ていって人

のために何かをやって、それがもとで元気に

なっていく、外に出ていくことによってコミ

ュニケーションがとれて、普通やっぱり年、

高齢になってきますとなかなか外に出ること

もないんですけれども、この介護ボランティ

アポイント制度は、本当に80歳の方でも元気

にそういう生きがいを持って、それぞれので

きることを、例えば介護職員の方がおられた

ら、それの補助をするような、食器の片づけ

とか、タオルを畳んだりとか、できる範囲で

のボランティアをしながら介護のポイントを

つけてもらって、だから高齢者の方にとって

は本当にお金とかが目的じゃなくて、働く場

とか、人と触れ合う場とか、そういうことを

することによって病気にならない仕組みをつ

くっていくということが大事かなと思ってお

ります。こういうことに関して、私としては

今地域包括支援センター等でも介護予防のた

めのさまざまな事業をされておりますが、自

分から能動的に参加する、こういう仕組みの

ボランティアポイント制度というのもぜひ太

子町でも必要かなと思っておるんですけれど

も、再度今後のその導入に向けてについてお

伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 大変参考になった面

がございます。私も深いところまでは把握い

たしておりませんが、ボランティア制度で先

ほど議員のご提案では３種類もございます

し、私ども考えていたのは介護予防というこ

とでの、65歳以上のところでのいわゆるメリ

ット、デメリット等把握して、そういった導

入にいけないかというようなことの研究はし

たいというふうに考えているところでござい

ます。議員おっしゃるように、家に閉じこも

っているより、元気であるなら、やはり生き

がいとか触れ合う場、あるいは働く場がある

ことによって高齢者の方が元気になり、そし

てそれが介護保険料を使う時期が遅らせるこ

とができるんではないかというふうにも思い

ますし、また元気になる場合が十分ございま

す。そういう意味では、この制度についてい

ろいろ研究する余地はあろうかと思いますの

で、担当部局のほうで十分研究、検討させて

いただきたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ありがとうございます。ぜ

ひ研究等していただいて、実施をしていって

いただけたらなと思います。 

 それで、先ほども言いましたけども、平成

19年から５年目を迎えるところでは検証もさ

れておるようです。これは、その制度を実施

して、それから制度を実施する前と実施した

後の検証ということで、やっぱりこのボラン

ティア制度に登録をしている人は要介護状態

になる人が一般の高齢者よりも低いという結

果も出ておりますし、またこの制度を事業す

ることによって要介護の状態を予防して、介

護費用もかなり抑制できたという結果も報告
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をされております。今から始まるものではな

くて、本当に既に介護保険が始まってすぐに

このボランティアポイント制度に取り組まれ

たところの検証結果も、かなり介護予防にも

なり、そして保険料の抑制にもなっていくと

いう効果が出ておりますので、今後とも導入

について情報収集をしていただいて、調査研

究の上、実現に向け取り組んでいただきたい

と思いますので、どうかよろしくお願いをい

たします。 

 それでは、２点目に移らせていただきま

す。２点目、介護保険の住宅改修費と福祉用

具購入費の受領委任払いの導入についてに入

ります。 

 介護保険サービスにおいて要支援、要介護

と認定された方が生活環境を整えるために、

段差や傾斜の解消、階段や廊下、トイレの手

すりの設置、和式から洋式への便器の取りか

え等の小規模な住宅改修に対して20万円を上

限に、また腰かけの便座、簡易の浴槽等、５

種類に限られておりますが、福祉用具の購入

費等に10万円を限度に支給をされておりま

す。そのうちの１割が自己負担となっており

ます。現在、太子町の支払い方法は、一旦施

工業者や販売業者に全額を支払った後、おお

むね２カ月ぐらい後に自己負担金１割を差し

引いた金額を受け取る償還払いになっており

ます。 

 しかし、金銭的にも余裕のある方ばかりで

はありません。介護に携わっているご家族の

方の心身にかかるご苦労はいかばかりかと思

っております。たとえ短期間であっても、５

万円や10万円、20万円、そんな高い金額を立

てかえることは無理だという相談もたくさん

受けております。一時的であれお金を用意で

きないという声も多いということを実際に届

けておきたいと思います。以前に担当者、私

４年前にこの質問をさせていただいたことが

あるんですけれども、お金を用意できないと

いう声を聞いたことがないよというようなこ

とも聞きまして、いや、私はもうたくさん聞

いてるんですよって。ただ、やっぱり座って

事務をされている職員さんのところにはそう

いう声が入ってないということだけでありま

して、私たち住民の代表として出させていた

だいている議員のところにはいろんな声が入

ってまいります。この住宅改修に関しまして

も、そういう一時的にお金が立てかえられな

いので結局諦めて、住宅の段差の改修等がで

きずに不自由な生活を余儀なくされているケ

ースも現実に多々あるわけであります。 

 一方、受領委任払いを導入しているところ

では、利用者は業者に自己負担分の１割分を

支払うだけで済み、町は施工業者に９割分を

支払うことになります。この制度の導入によ

りまして利用者の一時的な費用負担を軽減す

ることができます。そして、私４年前に質問

したときには、近隣とか全国的にもかなりま

だこの制度、受領委任払いにはしてないとこ

も多かったんですけども、その後、今回質問

に当たりまして調べてみましたら、償還払い

に加えて受領委任払いを導入しているところ

も増えておりました。 

 そこで質問ですが、１、県内で受領委任払

いを採用している市町はあるか。２、全国的

にはどうか。３、太子町ではこの受領委任払

い制度を採用できる時期に来ているのではな

いか。４、もしできないとすれば、当時、４

年前、メリット、デメリットを研究するとお

っしゃっていただいておりますので、できな

いとすれば問題点は何か。また、その問題は

どのようにすれば解決できるのか。その５点

についてご答弁をお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） ご質問にお答え申し

上げます。 

 現在、私どもも調べましたら、県内ほとん

どの市町で原則償還払い制度を採用しており

ますが、低所得世帯等で全額支払いが困難な

利用者に当たりましては、申請時の選択肢の

一つとして受領委任払いを併用している市町

がございます。41市町ご案内のようにあるわ

けですが、41市町のうち25市町が、約61％が

両方の併用している状況でございます。もち
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ろんこれについては条件があるんでございま

すが、61％程度が併用しているという状況で

ございます。 

 ２点目の住宅改修費の支給につきまして

は、介護保険法施行規則第75条第１項第６号

で、申請に際し住宅改修に要した費用に係る

領収書の添付が義務づけられており、全国的

にももう償還払い制度が採用はされておりま

す。これは全ての市町で償還払いでございま

すが、先ほど申し上げましたように併用とい

うことで、あとの25市町は受領委任払いもし

ているところでございます。 

 ３点目、４点目、５点目については一緒に

お答え申し上げますと、受領委任払いを実施

するには、これはもう一つのデメリットにな

るんかもしれませんが、住宅改修工事業者の

登録ということが必要となりまして、利用者

が施工業者を自由に選択することが難しくな

りますので、そのあたりのデメリットも踏ま

え十分な検討が必要というふうに現時点では

考えているところでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 一応今答えていただきまし

て、県内では本当に受領委任払いと償還払い

制度を併用してやってるところがほとんどと

いうことで、私も調べてみて、４年間の間

に、あ、すごく増えてるなって。それやった

ら何も採用するに際してそんなデメリットは

ないんではないかなって私は考えておりま

す。先ほども言われましたけども、デメリッ

トと言われる部類に入るかもしれないという

ことで、住宅の改修業者の登録を太子町にし

ていただくということであります。それで利

用者は選択の範囲が狭まるということも考え

られるわけですけれども、これは償還払いと

受領委任払いをどちらか選べるようにするこ

とでそれは解決できると思うんです。お金を

潤沢とまではいきませんけども、一遍に払え

る方は自由に自分がいつも懇意にしておられ

る工務店さんとかそういうとこを使われるで

ありましょうし、やっぱり受領委任払いで、

最初の１割負担だけでいいというとこは、そ

んなに業者を選ばなくても、しっかりとケア

マネさんがどんな工事がこの方にとって必要

か、どういうふうな改装が必要かというとこ

まで踏み込んで書類もつくっていただきます

ので、そういう点は償還と受領の２通り併用

さえしておけば何も問題がないことだと考え

ておりますので、ぜひこの受領委任払い制度

を取り入れていただいて、本当に今まで工事

をしたくてもできなかったという方のために

門戸を開いてあげていただきたいなと考えて

おります。 

 それと、今太子町におきましても、この聖

園とかまほろばの里に入りたくても入れな

い、もう待機者の方がたくさんおられるわけ

です。そういうことは、もう本当に自宅で、

在宅で介護サービスを受けながら暮らす以外

にないというお年寄りの方がたくさんいらっ

しゃるわけです。太子町におきましても、

65歳以上の方を見ますとかなりの人数おられ

るわけです。当然その中にも元気に外に出歩

くことができる方もおられますが、聖園とか

まほろばに聞きましても、やっぱり家で暮ら

すのが難しいという、段差があったり、トイ

レが近くになかったり、いろいろな点で在宅

生活を強いられてる方のことも考えると、や

っぱり自宅で安全に安心に暮らせるようにし

ていくために、こういう受領委任払いの制度

も取り入れていただいて、そういう介護サー

ビスを受けながら暮らすというお年寄りの方

を支えていくという観点からも、一日も早く

実施していただきたいと考えますが、これか

ら調査研究とかいろいろなこともあると思い

ますが、これは私本当に、先ほどのデメリッ

ト言われましたけども、町の職員さんがやる

気になって業者に呼びかけて、例えばインタ

ーネットでも、たつの市さんもされてるんで

すよ、23年４月から。いまだにやっぱり登録

業者募集しますということで、インターネッ

トのほうにもされておりますので、それはこ

ちらの事務サイドで頑張ってしていただけれ

ばいいことでありますので、一日も早く実施

すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 
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○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど申し上げたん

ですが、41市町のうちの25市町が既に併用し

ていると。これはいろんな条件があるんです

が、例えば生活保護世帯だけであるとか、生

活保護の方と例えばいわゆる低所得者で非課

税世帯を対象にしてるとか条件はあります

が、併用にしてるところが61％あるというこ

とでございますので、太子町としても町民の

皆さんのサービス向上につながるということ

にも考えられますので、導入に向け努力させ

ていただきたいと、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ありがとうございました。 

 2012年の介護保険法の改正で、今後の方向

として施設から在宅へという、在宅生活の継

続に重点が置かれております。今必要として

いるお年寄りの皆さんは年もいきますから、

いつまでも待っていられないと思いますの

で、近隣ではたつの市さん、23年４月からこ

の受領委任払いも導入されておりますし、ホ

ームページを開いてもかなり詳しく委任払い

と償還払いの手続の方法も矢印書いたりしな

がら、年を召した方でも利用しやすいよう

な、そういう公告というんですか、制度の案

内もされておりますので、そういうことも参

考にしていただきまして、来年からでもすぐ

に実施、来年と言わず、年度内にもできるよ

うなことでありましたら、この受領委任払い

制度を採用していただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ３点目、デイジー教科書の活用についてで

あります。 

 平成23年９月の本会議で私は障害のある子

供のための学習支援、デイジー教科書の導入

について質問をいたしました。学習障害等の

発達障害や弱視等の視覚障害、そのほかの障

害のある児童・生徒の学習支援ツールとして

開発されたマルチメディアデイジーですが、

読み書きが困難な児童・生徒にとって授業が

進むとの効果を得ていることから、デイジー

教科書を取り入れることについてお聞きしま

したが、１点目、その後の取り組みについて

お伺いをいたします。 

 ２点目に、デイジー教科書は世界の国々で

視覚障害、学習障害等々を持つ方にも広く活

用された世界共通のユニバーサルな図書で

す。今年の２月に文部科学省よりデイジー教

科書の提供方法等について都道府県の教育委

員会に新たな事務連絡がされました。それに

よると、デイジー教科書って何かわからない

からサンプルが欲しいとの声を受け、今回の

事務連絡では、あくまで読み書きが困難な児

童・生徒の学習の用に使うということであり

ますが、特別支援学級に限ったことではな

く、クラスにもそうした児童はもう最近必ず

何人かおりますので、普通学校の図書室や公

立の図書館でもデイジー教科書を置くことが

できるようになり、読み書きに困難を抱えて

いる児童を指導している先生が常時閲覧でき

るようになってまいりました。太子町はこれ

まで朝の読書やブックスタートに取り組むな

ど子供の読書活動の一層の推進を図ってまい

りましたが、読み書きが困難な子供のために

も図書館とか学校の図書室にもこのデイジー

教科書を導入すべきだと考えますが、見解を

お伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 井村議員さんから

デイジー教科書の活用についてということで

２点の質問がございました。 

 まず１点目、その後の取り組みについてで

ございます。 

 特別支援学級における教科書は、一人一人

の児童・生徒の心身の発達段階や実態を考慮

して、教育目標の達成に最も適切な教科書で

あると判断したものを選定し、使用しており

ます。デイジー教科書は、読み書きに困難を

抱える児童・生徒、特に視覚障害のある子供

には困難さを軽減できるものとして有効であ

ると考えておりますが、現在太子町において
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デイジー教科書を選定し使用している児童・

生徒はございません。ということで、その後

の取り組みにつきましては、現在のところ導

入はございません。 

 ２点目、デイジー教科書、デイジー図書の

導入の関係でございます。 

 兵庫県内では37市町で公共図書館を設置し

ております。そのうちデイジー図書を貸し出

している図書館は平成22年の調査では４館、

市で申しますと西宮市、宝塚市、川西市、洲

本市でございます。デイジー図書には音声の

みのデイジー図書と映像もついたマルチメデ

ィアデイジー図書がございますが、マルチメ

ディアデイジーを貸し出している公共図書館

はさらに少なくなってまいります。川西市市

立図書館では、昔話や物語など23点のマルチ

メディアデイジー図書のＣＤ－ＲＯＭを貸し

出しております。 

 公共図書館としては、視覚障害者や印刷物

を読むことが困難な方たちへのサービスは今

後取り組んでいかなければならない課題だと

考えております。しかし、デイジー図書につ

いては教材の性格が強く、利用が限られるた

め、公共図書館での所蔵がふさわしいかどう

か、また館内で視聴するのであれば専用の再

生機器を設置するスペースや、また音声の問

題等がございます。それらを一つ一つ検討し

ながら今後の方針を決めていきたいと考えて

おります。 

 また、学校図書室の図書購入の関係でござ

いますが、各学校の司書教諭などが判断し、

購入しております。町教委として導入するし

ないを判断する立場ではございませんので、

各学校において購入の判断をしていただくと

いうことになります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今お伺いしましたけれど

も、県内でも公立の図書館とかにも大分置か

れてきたということで、公明党の前にも言っ

ていただきました山本かなえが推進をして

き、さまざまな形で今奈良とか京都のほうで

も先生に対して、また保護者に対してユニバ

ーサルのこのデイジー教科書について、そう

いう手助けができる子供にとっていい教材で

あれば使っていただきたいという思いで今や

ってるわけです。当然、町の図書館に導入す

る場合でも、音が出るとか、パソコンのそう

いう機材も置いていただいたりせなあかんの

で、環境づくりも大切かと思います。 

 学校におきましても、その司書教諭さんが

導入するしないを決められたり、そういうい

ろんな人の助言を聞きながらされるというこ

とでありますが、まだまだこのデイジー教科

書に対して教職員の先生方が御存じないとい

うのが私多いんではないかなと思います。学

校には本当にＩＣＴの教育の環境も整ってま

いりました。また、デイジーの教科書の活用

についての研究とか効果の検証もかなり進ん

できておりますので、デイジー教科書の導入

環境は大分、十分学校の中においても整って

きておりますが、ただ前回のときも質問した

ときにもデイジー教科書って何ていうような

とこから入ったわけであります。それ以後、

教育長さんも見ていただいてるのかどうか私

もわかりませんけど、あの時点ではまださわ

ってない、見てないというようなご答弁だっ

たかと思うんです。このデイジーを活用する

には、教職員の方々がまず機器の活用とか、

生徒に対しての指導方法とか、研修を受け

て、それを教育現場で生かしていくっていう

仕組み的なものも必要かと思います。教員の

方々に研修をするというような研修、またこ

のデイジー教科書はどういうもんだからとい

うやっぱりお互いの共通認識を持たないと、

デイジー教科書、こっちは幾らいいものだい

いものだってお伝えしても、現場の先生が知

らないことには、現場の先生もこの新しいデ

イジー教科書ということでありますから、ま

ずいろんな今までの概念とかそんなんを取り

払っていただいて、子供に有効な使い方がで

きるような取り組みも必要だと思うんですけ

れども、先生方に対して、ただ養護の先生だ

けではなしに、今ではなかよし学級を受け持
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つ先生も養護を専門にされてきた先生ばかり

とは限りません。普通学級を担当してて、初

めて入って発達障害とかを、その子供ととも

に勉強しながらお互いに成長していくという

ような、そういうふうな先生もたくさんおら

れますので、やっぱりみんなが同じような認

識に立って、この子には、実際今は手づくり

でしている教材もありますけれども、一歩踏

み込んでこのデイジー教科書にしたらもっと

いろんなことが可能性ができてくるんではな

いかということも出てくるかと思うで、この

先生についての研修等についての取り組みに

ついてお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 議員がおっしゃる

とおりで、先般たまたま私も新聞切り抜きや

ってました、８月３日の日経新聞に、通常学

級での授業に今議員がおっしゃった、いろん

なデイジー、マルチデイジー等の教材を使っ

た手法が結構役に立ってるんだということな

んです。最初に学習課題と授業の流れをはっ

きり示すことで児童が見通しを持って授業に

参加できるということで、これはもう特別支

援学級の授業では基本的な手法やと。それを

普通学級で活用すると効果が上がったという

ことで、和歌山県のほうでそういうことが実

践されてて、和歌山県は何かこの春に実践例

を冊子にまとめてもう各学校に配布してるん

だということの記事が載っておりました。と

いうことで、議員おっしゃったようにＩＣＴ

とかパソコンなどを使って、そういうマルチ

デイジーの教科書までいかなくても図書を、

物語とか本を使うと必要なとこが、しゃべっ

てるところが反転して、学習障害とか情緒、

自閉の子供さんたちも案外と関心持って見て

いただけるということで、効果はあると思い

ます。そういった意味で、私も、ちょうど１

年前質問受けましたときに、私と同年齢のベ

テランの特別支援学級を持ってる先生に聞き

ますと、議員がおっしゃるとおり、それ何と

いうとこでした、１年前は。最近また質問い

ただきまして確認しますと、その先生はもう

やっぱり光都にあります特別支援学校、専門

の学校のほうではもうそういう教科書も備え

ておられる、そういう図書も活用されるとい

うことで、そういうことでかなりそういう特

別支援学級担当してる教員の間では認知度は

上がってきてるなと思っております。たまた

ま自分が担当してる学校では、４つの支援学

級がある学校なんですけども、そこでは今の

ところそれを活用するような児童がいないと

いうことで利用はしてないんだという回答が

ございました。議員おっしゃるように、やは

り普通学級担当の先生も当然認識を高めてい

くということは必要であると思っておりま

す。また、そういった図書がどんどん普及し

てくるとコスト的にも安くなりますから、そ

ういった面でも活用しやすいなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 もちろん学校の現場の先生

は子供さんのことをよくわかっているわけで

ありますし、特にこのデイジーの機器はＬＤ

とか学習障害、ＬＤの中でもディスレクシア

という症状、外見からはもう全然見てわから

ない、知的にも問題がない。ただ、その一部

分、読み書きに関してなかなか理解ができな

いという子供たちには特にこのデイジー教科

書が効果を上げているというような報告もさ

れております。今この日本において、我が国

において文部科学省の調査を見てみますと、

25人に１人の程度で、そういうＬＤの中でも

そのディスレクシアの症状を持ってる子供さ

んがいるという、かなり高い数字の割合で存

在をしてくるということであります。本当に

知的とか情緒とかいろいろ今ありますけれど

も、発達障害でもいろいろ大分研究されて、

事細かにその子の対応のやり方によって子供

の可能性が広がっていくというようなことも

お聞きしております。 

 私も先日、明石の発達支援センターのほう

に視察で行ってまいりました。そこはゼロ歳
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からということで、発達支援の相談を診療さ

れているんですけれども、やっぱり早く見つ

けて、早くその子に合った対応していくと、

その子供が今までできなかったと言われてた

ことでもできるようになるというような先生

から話をお伺いしました。ですから、これと

またちょっと若干並行にしては言えませんけ

れども、ともかくその子供を中心に、その子

供のために、どうすればその子供がこれから

今後コミュニケーションをとるためにいろい

ろな言葉を覚えて、いろいろなやっぱり言葉

覚えて文字を覚えておかないと口に出してし

ゃべることができませんので、そういう手助

けができるためにも、光都にはそのデイジー

があると言われてましたけれども、ぜひ身近

に、太子町とか、例えばその先生がおられる

とこで、そのデイジーを知っておられるんで

したら、ぜひともモデルケースとしてでも先

生方がこの町内でそのデイジー教科書を見

て、さわって動かしてみるということができ

るような環境を整えていただきたいと思いま

すので、それについても一度考えていただ

き、全ての子供たちに学習の機会を保障して

いくという観点からデイジー教科書の導入に

ついて、２回目の質問となりましたけれど

も、さらに先生のいろいろなそういう概念を

取り払っていただいて、新しいものにも若い

先生から年を召した先生まで同じような認識

でこのデイジー教科書について認識ができる

ように進めていただきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 最後に４番、学校施設における非構造部材

の耐震点検、対策の実施について。 

 東日本大震災では学校施設にも甚大な被害

がありました。被害状況を見ますと、建物の

柱や、はりといった構造体だけではなく、天

井や照明器具、外壁、内壁、バスケットゴー

ル、窓ガラス、書棚など、いわゆる非構造部

材の落下や崩落があり、避難所としても使用

できないばかりか、児童・生徒が大けがをす

る事故まで起きた例もあり、これでは防災拠

点の意味をなしておりません。 

 さらに、学校ではありませんが、一般の会

館でも天井の一部が落下して２人の犠牲者が

出て、学生ら26人が重軽傷を負うという痛ま

しい事故まで当時発生をいたしました。 

 言うまでもなく、地震等災害発生時におき

まして、地域の避難所となる学校施設は、児

童・生徒だけではなく、地域住民の命を守る

地域の防災拠点であり、いわば最後のとりで

であり、その安全性の確保や防災機能の強化

は待ったなしの課題であります。 

 現在、町内学校施設の耐震化率は24年度末

で100％となります。しかし、それだけでは

児童・生徒、地域住民の命を守る対策として

はまだまだ不十分でございます。学校施設の

耐震化とともに、天井や壁などの非構造部材

の耐震化も早急に実施していく必要があると

考えております。 

 そこで質問をいたします。 

 １、太子町では学校施設における非構造部

材の耐震点検は実施をしているのか。２、も

し実施している場合、耐震点検の結果、耐震

対策が必要とされた学校はどの程度あり、そ

れらへの対策はどうするのかお伺いをいたし

ます。２点よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 学校施設における

非構造部材の関係につきまして２点質問いた

だきました。 

 まず、１点目です。耐震点検の実施でござ

いますが、議員ご指摘のとおり、非構造部材

の落下、転倒等による直接的な人的被害や避

難経路が塞がれるなどの２次被害を防ぎ、想

定される危険の芽をできるだけ摘み取ること

が大切であると考えております。したがいま

して、いつでも起き得る大規模な地震に備え

て、可能な限り早期に点検を実施する必要が

ありますが、非構造部材に関する耐震点検等

は比較的容易なものから専門的な知識や多額

の費用を伴うものまでさまざまでございま

す。太子町では各小・中学校の体育館を中心

に、早期実施の観点から、学校職員による点
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検及び街づくり課建築係と教育委員会管理課

が合同で実施する点検を行っております。 

 具体的には、小学校では建築係と町教委の

職員が、中学校では学校の教職員がそれぞれ

天井、照明器具、窓、ガラス、外壁、内壁、

設備機器、収納棚などの劣化状況、これにつ

きましては脱落とか変形、剥離、破損、変質

を目視し、打診、触診、図面による点検など

により実施しております。 

 ２点目です。必要とされた学校とその程度

でございますけれども、点検結果につきまし

ては、４小学校及び２中学校において、明ら

かな異状が認められる箇所はございませんで

した。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 非構造部材の耐震点検は、

しているか、していないかといえば、してい

るということであります。それも４小学校を

実施して、異状というか、そういう手当てを

するところはないというような今結果が出て

るわけですけれども、この耐震点検の仕方を

ちょっとお聞きしますけれども、学校安全計

画に規定することとされております学校施設

整備の安全点検について、学校のいつもの平

素からの安全点検というのが義務づけられて

いるわけですけれども、この項目に非構造部

材の点検という、いろんなチェックリストで

すか、そういうのんはもともと含まれている

んでしょうか、いないんでしょうか。それに

ついてお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 各校で毎月点検を

しております安全点検につきましては、主に

危険箇所の把握のほうに重点を置いてますの

で、今議員がおっしゃったように文科省から

出されてきたチェックリストについては、お

おむね含まれていないと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでしたら、チェックリ

スト、文科省から、東日本大震災以降さまざ

まな検証もされて、文部科学省としてもいろ

いろな取り組みを進められているわけです。

公明党といたしましても、その東日本大震災

のときにもかなりの天井が落ちてきたとか壁

が落ちてきたということがありましたので、

平成24年５月18日に平野文部科学大臣に緊急

提言をしました。具体的には３点あるわけで

すけれども、この24年度中に非構造部材の耐

震点検を完了すること。それと、学校保健安

全法に基づく点検項目を反映させ、専門家に

よる耐震点検の費用を国が支援する制度を創

設すること。また３番目に、非構造部材の耐

震対策予算をしっかり確保すること等につい

て公明党は緊急提言をしたところでございま

す。それを受けまして、６月８日には文部科

学省から公立学校施設の非構造部材の点検に

かかわる財政支援についての通知があったは

ずです。それによると、文部科学省の学校施

設環境改善交付金の活用や国土交通省の社会

資本整備総合交付金において、効果促進事業

として非構造部材の点検とか耐震化等に関す

る事業についても支援することが可能という

ような通知も出ております。今のところ、先

ほどの答弁で、いろいろ目視とか図面を見て

の劣化がないかとか、そういうことからして

４小学校、中学校はどうなのかなと思ってい

るんですけども、そういう耐震対策は、その

チェックリストにも、文部科学省から出てる

非構造部材のチェックリストも含まれていな

いという中にありましては、実際に耐震点検

ていうのは行われていないように見えるんで

すけれども、それについてはどういう考え方

なんでしょうか。ちゃんとしたチェックリス

トでチェックをして、手当てが要るところに

は今国が手当てをしてくれてる交付金の事業

を使ってやるということはできるわけですか

ら、もう少し本腰を入れて、危ないところの

点検を専門家にでも見ていただいてやること

ができると思うんですけれども、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 例えば点検チェッ
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クリスト学校用でございます。例えば天井で

いいますと、天井材に破損等の異状は見当た

らないかということで、脱落から変形、剥

離、破損、変質とあるわけですけれども、そ

ういった面では目視で十分対応できますし、

照明器具に変質、腐食等の異状はないかとい

うことで、これも例えばバレーボールなんか

が照明器具に当たりますとゆらゆらするわけ

ですけども、それでもしっかりしてるという

ことで、それも脱落から変質までのその項目

にも合致しないということで、建築担当の職

員と教育委員会の職員が見まして、まずは大

丈夫だろうという目視で見ております。そう

いった意味で、現在のところ大丈夫ではない

かなというふうな判断をいたしております。

そういった意味で、議員おっしゃったよう

に、今年の５月１日時点でのこういった調

査、チェックリストの関係の通知もいただい

ております。そういった意味で、今のところ

街づくり課の建築指導の担当とも学校の体育

館等見ていただきまして、まずは大丈夫だろ

うと判断をいたしております。そういった意

味で、まず現在太子町のところは躯体部分の

耐震化というのを最優先に実施しておりま

す。ですから、非構造部材の耐震性能は私は

必要であるということはもう十分認めますけ

れども、やはりこういったものは経年による

劣化等の影響を受ける可能性もありますの

で、やはり１回だけじゃなくて、毎年とか継

続的かつ定期的に点検をする必要があるんだ

と考えております。さらに、今申しましたよ

うに体育館の照明などは高所でありますの

で、点検に際しては足場を組むとか、そうい

う場所が必要ですし、また建築物に関する専

門的な知識を持った方が必要であるとか等き

ますと、やはり相当の金額、今議員は国につ

いてはそういう要望しているんだということ

を言っていただきましたけれども、現実にや

はり相当の調査料が要りますので、そういっ

た面も含めまして、今後は法定点検等の活用

による効率的な実施も踏まえて点検対策に努

めてまいりたいと考えております。 

 ２点目、中学校はどうかというお尋ねがご

ざいました。 

 中学校につきましては、建築担当の職員は

出向いておりません。学校の管理職の方に見

ていただきまして、特段そういう破損とか変

形とかの異状はないということで返事をいた

だいております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時17分） 

（再開 午後２時18分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今議長からちょっと整理を

していただきまして、私もどっちなんかなあ

と思って、チェックリストをふだんの学校保

健安全法に基づく点検項目にこの非構造部材

の項目が反映されてないんではないかという

思いでちょっと再質問、再質問という形でし

てたんですけども、議長から今整理していた

だいて、チェックリストを今までのふだんす

る点検項目に反映させた上で非構造部材の点

検もやり、その専門家というんか、そういう

大がかりなあれはしてないけれども、目視を

しながらできているということの今までの話

です。 

 今回いろんな手当てにつきまして話があり

ましたけれども、こういうのも来てるんかな

と思うんですけど、社会資本整備総合交付金

の活用に関するＱアンドＡというのが私手元

にあるんですけれども、これも点検費用だけ

でもちゃんと事業を整備計画に位置づけるこ

とによって交付金の対象になりますよという

ことが書かれておりますし、うちなんかやっ

たら今耐震工事やっておりますが、その事業

を一旦出してるけれども、交付決定もされて

いるけれども、再度交付決定額の範囲内にお

いて、そういう途中からの非構造部材の点検

及び耐震化に関する事業をやるということも

可能であるというような、本当に内容的には

いろいろな手当てを国がやりますよというよ
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うな方向で今動いておられますので、ぜひ目

視で大丈夫というとこも、目視だけで大丈夫

って、やっぱりわからへんとこもありますの

で、ある程度専門家にも見ていただきなが

ら、そういう交付金が活用できるときには活

用していただいて、安心・安全な学校とかを

今のうちに構築をしていただきたいと思いま

す。 

 今後、そういう文部科学省の動きもいろい

ろと変わってきておりますが、太子町におき

ましても、先ほども首藤議員のほうからです

か、震度６弱の地震が、南海トラフが起きた

場合には想定をされているということであり

ます。地震等発生時にはやっぱり一番に逃げ

るのが学校施設でありますので、こういう避

難場所となるところは、特にガラスなんかが

揺れで割れたりすると、それが横に飛び散っ

て、その破片で動脈とか切ったらもうえらい

災害になりますから、今ガラスなどでもフイ

ルムを張りつけるというふうなこともされて

きておりますので、そういうことも視野に入

れて。ただ、今のところガラスは大丈夫です

よ、劣化の関係も図面上からは大丈夫ですよ

というようなことがありますけれども、もう

少し丁寧に見ていただきたいと思いますの

で、その点今後、お金も必要なこともたくさ

んありますが、ぜひこの際できることはやっ

ていただいて、公明党としてはこの24年度末

までに学校の非構造部材の点検も終わらせ

て、来るべきそういう災害に備えようという

思いでいろいろと国のほうでも動いておりま

すので、そういう趣旨も酌み取っていただき

まして、今後学校のさらなる安全対策に努め

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 以上で一般質問終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は２時45分、あの後ろの時計で２時

45分にします。 

（休憩 午後２時22分） 

（再開 午後２時44分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 10番公明党中島貞次でござ

います。 

 このたび北川新町長ということで、大変お

めでとうございます。過去、要は前首藤町長

12年の間というのは本当に厳しい経済状況

で、バブル崩壊後の長期経済不況の上、東芝

太子工場の縮小とか、非常に厳しい状況で、

失業率も増加と。さらに追い打ちをかけるア

メリカのリーマン・ショックによります世界

不況、さらには東日本大震災によります、ど

うしても日本の経済の低迷ということから税

収が伸び悩んでいるという状況で12年間前首

藤町長はされましたが、その中においては、

厳しい財政状況ではありましたが、基金残高

を何とか増やし、あるいは特に福祉と教育関

係には十分なサービスが行き届く政策をして

いただいたというように感謝しております。

例えば小学校１年生入学時に防犯ブザー配布

したりとか、学校の耐震化、いち早く太子町

は先鞭をつけまして、多分兵庫県で一番初め

に今年度中に小・中の耐震化が完了するもの

と思いますし、その他女性のがん対策とかい

ろいろ、乳幼児や子供の医療費の無料化等の

拡大等々、いろんなそういう福祉と教育に関

しては特にすぐれた功績を残されたかなと。

その中にあって、前々町長の残された建物、

あすかホールや福祉会館や、それに関する償

還を着実に進められたということは特筆すべ

きかなと。それを受けて北川新町長は今後ど

のように進めていかれるかというのは、やっ

ぱりきっちり議員として監視していきたいと

思います。特に北川町長は教育面と、それか

ら新庁舎の継続、それから特に住んでよかっ

たと言える太子をつくりたいというふうなこ

ともおっしゃっておられますんで、今後また

どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさ
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せていただきます。 

 本日は生活福祉部長がちょっと出席されて

おりませんので、余り細かく言いますとなか

なか対応が難しいかと思いますので、ほどほ

どにさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 まず１点目、胃がん検診のあり方について

でございます。 

 胃がん発生の原因というのは、今までスト

レスが原因やとか、あるいは食生活が乱れて

いるとか、あるいはたばこやとか、いろんな

ことが言われてました。ところが、胃がんの

原因というのは実はピロリ菌が原因であると

いうことをようやく国も認め始めた次第で

す。これは実際に検証されてピロリ菌が胃が

んの原因であるということは確認されており

ます。 

 現在、胃がん検診というのはバリウムを飲

んでレントゲン撮影をするという方法を長年

行ってきておりますが、この検査方法という

のは煩わしさと苦痛を伴い、また胃がんの発

見率もさほど高くはないと言われてます。ま

た、受診率も低いわけです。ところが、検査

費用はバリウムのレントゲン検査に比較して

安く、また検査方法も血液検査だけで行うこ

とができる。また、特定健診の中で実際行う

ことができて、胃がん撲滅、早期発見予防を

兼ね備えるためのピロリ菌ＡＢＣリスク検査

を導入してはどうかと考えますが、当局の見

解をお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 中島議員のご質問に

お答え申し上げます。 

 がん検診は健康増進法に基づき実施してお

りますが、検査方法につきましては、厚生労

働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実

施のための指針に従って、問診及び胃部レン

トゲン検査で現在のところ実施しておりま

す。 

 ピロリ菌ＡＢＣリスク検査は、胃がんの発

生に深くかかわっているピロリ菌の感染の有

無と胃粘膜萎縮の程度を測定することによっ

て胃がんになりやすい状態かどうかを判定す

る検査で、胃がんに現在なってるかどうかを

検査できない検査といいますか、胃がんに現

在なってるかどうかの検査ではないと承知し

ております。 

 胃部レントゲン検査は、胃がんの早期発見

をするための１次検査となります。今後、胃

がん検診の実施方法として、厚生労働省の動

向も見つつ、メリット、デメリットを精査

し、検討していきたいと考えているところで

ございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 今副町長からメリット、デメリットという

話があったんですが、その辺は調査されたん

でしょうか。もしわかれば答弁お願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） メリット、デメリッ

トということでは、メリットですが、ＡＢＣ

リスク検査といいますのは正式ながん検診で

はありませんけれども、がん発生因子の有無

を検査することで胃がん予防に寄与するとい

うことではメリットではないかというふうに

考えておりますし、デメリットとして、これ

が町としても非常にあれなんですが、国の示

すがん検診ではないため国等の補助がなく、

町単独の負担となるというデメリットがござ

います。そしてもう一点は、先ほども申し上

げましたが、胃がんそのものを診断するもの

ではないので、検診としては胃部レントゲン

検査を省略することができないのではないか

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 そうです。ただ、この胃がん検診、ピロリ

菌ＡＢＣリスク検査ですが、要は現在のバリ

ウムによるレントゲン検査というのは、たし

か先日発行された「広報たいし」では受診率

20％ぐらいだと思います。たしかそんな数字

が載ってたと思うんですけれども。ところ
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が、ピロリ菌には、要は血液検査ですから、

特定健診の中で行うことができるわけですか

ら、特定健診では当然肝臓の機能のいろんな

検査もするわけですから、それと併用して、

血液採取によってすることができるというこ

とは、例えば特定健診が50％受診率があった

としたら、当然このピロリ菌のＡＢＣ検査も

バリウムレントゲン検査に比べてはるかに受

診率が向上するわけです。あと、バリウムの

場合には実際に胃がんにかかっているかどう

かという症状を診るわけですけれども、とこ

ろがピロリ菌の存在によって要は胃がんにか

かっている可能性があるやもしれないという

可能性があるわけですから、例えばピロリ菌

がなければ胃がんの可能性はほぼないであろ

うというふうに言われているわけですから、

要はピロリ菌検査だけでよしとするんでなし

に、その後、もしピロリ菌があるとすれば、

バリウム飲むんでなしに、内視鏡によって細

かく診ることができる。その併用によって確

実に把握できるという、そういう利点がある

わけです。 

 そして、国の補助がないと、現状では、言

われてますし、町単独事業であるということ

で、バリウムの場合はたしか3,000円か何ぼ

か１人当たりかかったかと思いますが、この

血液検査、ピロリ菌ＡＢＣの場合は1,000円

ちょっとやったと思うんですけども、大体そ

れぐらいでできるということですから、別に

1,000円ちょっとぐらいであれば、最終的に

補助をいただければありがたいんですけれど

も、補助なしでも、個人で払っても可能かな

という数字かと思います。行く行くは私とし

ては補助はいただきたいなとは思うんですけ

れど。額的にはそんなにかからないんで、こ

れは有効かなと私は思います。 

 そして、私自身とか、何で、あと20％で、

ある市町では10％とかという胃がん検診のバ

リウムレントゲン検査、受診率が低いという

ことを聞いております。要はバリウム飲むと

いうこと自体が大変なわけです。40歳以上で

すけども、年齢を重ねるにつれて飲むという

こと自体が、水を飲むならそらどうちゅうこ

とないんですけども、バリウムを飲むという

行為自体が大変しんどいという方もだんだん

いらっしゃるわけです。そしてあと、肺のレ

ントゲン検査であれば１回で済むわけです、

レントゲンは。ところが、このバリウムレン

トゲン検査はいろんな角度を変えながら、体

の角度を変えながら何回もエックス線を通す

ということで、当然被曝量が違うわけです、

放射能の。そして、体の位置を変えますか

ら、当然腕力、それから足を支える力とか、

体を変えてください言われたら物すごい人に

よっては力が要るわけです。そういうふうに

考えますと非常につらい。ほかの血液検査や

いろんなものに比べると非常につらい検査な

わけです。ということから当然受診率が低い

んかなと考えられますし、あとバリウム検査

が終わったら当然、私なんかもそうですけど

も、ついつい便秘になりがちなわけです。当

然、薬はもらいますけれども、そういう方も

いらっしゃいますしということです、汚い話

ですけれども。そういうことで、積極的に進

めてはどうかなというのが考え方です。 

 私の知り合いで実際に受けた方がいらっし

ゃいます。ピロリ菌ゼロやったと。なら安心

して、将来的にかかるかどうかわかりません

けど、現状では大丈夫やというふうなことを

聞いた方も実際に受けていらっしゃいます。

そういう意味で、ぜひ今後進めていってもら

いたいと思いますし、先ほど言われましたが

ん対策推進基本計画では５年以内に受診率

50％という目標があるんです。だから、現状

からいくと非常に厳しい数字なわけで、全国

の市町村を対象としたアンケートがあるんで

すけれども、多分生活福祉部長は御存じかと

思いますが、そのアンケートで50％が達成で

きると思うのはわずか1.5％、何とも言えな

いが 3 0 . 6％、達成できないと思うのが

67.6％。だから、平成19年に制定されたがん

対策推進基本計画では、この50％というのは

ほとんどの市町村が無理だという判定になっ

とるわけです。それはやっぱり検査の煩わし
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さ等々あってなかなか受診率が伸びない。そ

れが、そのがん検診、いろんながん検診があ

ります。肺がんがあったり、大腸がんがあっ

たり、子宮がん、子宮頸がん、乳がんや胃が

んとかあるわけですけども、平成年間で見ま

すと一番胃がんの受診率というのは、全国平

均ですけど、これ10％ほどなんです。逆に最

近急激に上がっているのが、子宮がんがおよ

そ21％ぐらいというふうなことで、だんだん

だんだん胃がんの検診は下がり傾向というの

が全国的な今事実、実態です。何でこんだけ

落ちるんやということで、受診者が、私た

ち、受けようという気持ちになかなかならな

いというのが74％、それはやっぱりバリウム

検査が一つの理由になっているらしいんで

す。ですから、そういう意味で、簡単に受け

られるというこのピロリ菌のＡＢＣリスク検

査をやっぱり今後進めていくべきではないか

なと、そういうふうに考えますので、最後に

もう一度答弁をよろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 現在、先ほども申し

上げましたが、健康増進法という一つの法に

基づいてというところと、厚生労働省のがん

予防重点健康教育及びがん検診実施のための

指針に従って地方公共団体はそれを現在して

いるところでございまして、その中にピロリ

菌検査については現在のところでは含まれて

いない状況でございますので、将来的には議

員おっしゃるように血液検査、特定健診の中

での血液検査の中で簡単にできるので、そう

いったところに行く可能性は私も否定いたし

ませんが、現時点では市町村が行うがん検診

は、先ほど申し上げましたが、厚生労働省が

医学的根拠により定めたがん検診実施のため

の指針に基づいた方法により実施しておりま

して、ピロリ菌抗体検査のみで胃がん検診を

行うということについては、現在のところは

考えておりません。しかし、先ほども申し上

げましたように、将来的にはその胃がん検診

は、医療関係者でちょっと話聞いたことある

んですが、まず血液検査を行って、陽性者は

内視鏡検査を、陰性者はレントゲン検査を受

ける２段階方式に変わっていく可能性もある

というふうに聞き及んでおりますので、ピロ

リ菌検査についてはそういった流れに入って

いくのではないかと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。ま

た、今後の特に厚労省等の流れを十分推移し

ていただいて検討をよろしくお願いいたしま

す。 

 次、２点目に入りますが、コンビニにおけ

ます証明書の交付についてを質問いたしま

す。 

 コンビニ、いわゆるコンビニエンスストア

における各種証明書、住民票あるいは戸籍、

あるいは税等、それから印鑑証明等は、委託

する自治体が発行する住民基本台帳カード、

住基カードを利用すると、現在セブン－イレ

ブンのマルチコピー機から入手できます。と

ころが、これは普及率が低くて、全国で本年

度中も含めて57市区町村程度にとどまってい

るというふうに聞いております。しかし、現

在セブン－イレブンだけですが、来春からは

コンビニ大手、２位と４位、ローソンとサー

クルＫサンクスが参入することになりまし

た。コンビニにおけるコンビニ交付サービス

の利点というのは、利用時間が土日、祝日で

も利用は可能。朝６時半から23時、夜の

11時、自治体によってそれぞれ違うんでしょ

うけれども、大体この時間帯で、例えば役場

行くよりまだこっちのほうが近いわという方

が利用されたり、あるいは働いておられて、

太子町外でも、例えばたつの市とか姫路市と

か、そういうところでも交付できますんで、

仕事先で時間遅くなったから役場ではできひ

んわということで、よそで交付を受けるとい

うふうな利点もあるわけで、自治体としても

住民サービスの向上や窓口負担の軽減などコ

スト削減効果があると思いますが、今後の取

り組みをお尋ねいたします。 
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○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ご質問のコンビニ

における証明書交付は、全国のセブン－イレ

ブン等のコンビニで役所の閉庁日や閉庁時間

帯でも交付でき、住民の利便性向上を図れる

メリットがあるのはご承知のとおりでござい

ます。 

 ただ、事業費としては、システム構築費用

で本町の場合約5,000万円、年間の維持経費

が約650万円程度といった現在試算をいたし

ております。 

 このたび策定しました太子町高度情報化計

画では、平成26年度で証明書自動交付機シス

テムを構築し、平成28年度よりコンビニにお

ける証明書交付を検討することといたしてお

ります。 

 これは平成26年度の新庁舎建設にあわせて

住民情報系システムの置きかえを予定してお

りまして、システム構築経費の軽減、設置場

所の確保等、効率的な導入が図れるものと判

断しており、高齢者等自動交付機の使用にふ

なれな方にも庁舎内に設置することにより安

心して使用していただけると考えておりま

す。 

 また、国が推進する個人カードに呼応し

て、住基カードと印鑑登録カードを一本化す

ることで多くの方にも住基カードを持ってい

ただき、自動交付機による証明書交付を実現

したいというふうに考えております。 

 このように、まず自動交付機システムを導

入後、住民ニーズを把握した上でコンビニに

おける証明書の交付等を検討したいというふ

うに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 今総務部長から話がありまして、今自動交

付機、新庁舎が建てられた段階で、普通自動

交付機といいますと建物の中というイメージ

が強いんですけれども、庁舎外にというふう

に今お話を承りましたが、その辺で利便性を

図るというふうな方向性らしいんです。らし

いというのはおかしいです。そういう感じで

す。その時点でまたコンビニサービスを考え

るということ、交付サービス考えるというこ

となんですけれども、初期投資費用は地方自

治情報センターからも出ておりまして、これ

を見るとちょっとかかるなあというデータは

あるんですけれども、ところが一点、新庁舎

建設に伴いまして、特に住民の方から、太田

校区、新庁舎が西へ500メートル移動する、

遠くなるという感覚を持たれる方が多くて、

じゃあ支所はできないものかというと、支所

は今のところできないというふうなことの話

が住民のそういう懇談会等の席上から出てき

て、それじゃあとはバスの運行等の手段、役

場へ行くのにバスの運行等いろいろ考えたり

とかというふうなことがあるんですけれど

も、例えば手短にこういうコンビニサービス

があれば、太田の特に東の姫路市に近いとこ

ろの住民の方から多分そういう声が大きいん

だろうと思うんですけども、ちょっと行けば

ローソンがあるわけですから、ローソンで住

民票等手軽に例えば交付サービスが受けられ

るというふうな利便性もあるわけで、その辺

をまた一つ考えたときに、これは非常に便利

なのではないかなと、そういうふうに判断し

ているわけです。 

 特に先行事例の中で、コンビニ交付をして

いる自治体の中で、メリットというか、住民

側のメリットとして、料金が若干安くなる。

それから、今役場で窓口へ行きますと１通

300円、住民票です。それが250円でしたか、

何か安くなるとか。あと、夜間もできますか

ら、時間帯による利用率を見ますと、早朝は

案外少ないんです、６時半とか７時とか。時

間待てば、８時なら８時、８時15分で開庁し

ますから、時間待てばできると。ところが、

閉まった後、５時以降、６時、７時、８時、

９時の時間帯というのは非常に利用者が急激

に増えていくわけです。先行事例におけるコ

ンビニでの交付サービス。そういう意味で、

そういう利点がこのコンビニにおける住民票

等のサービスの利点があるということで、今

総務部長から新庁舎建った後、またその辺も



－83－ 

じっくり考えていくということで、現在住基

カードの発行枚数がなかなか伸びないという

状況もあって厳しいんですけれども、今後い

ろいろ考えていかれるということをお聞きし

ましたので、またその節はよろしくお願いし

たいと思います。 

 また、２年、３年たちますと、全国の利用

状況によりまして、例えばファミリーマート

とかそういう大手のコンビニもどんどん参入

する可能性もありますし、太子町内ではロー

ソンの２、セブン－イレブンが２店舗です

か、それからポプラ、ちょっと足を延ばしま

すともうサンクスもありますし、セブン－イ

レブンもありますし、ローソンもあります

し、ファミリーマートもあるというふうな状

況にありますんで、今後また新庁舎建設に伴

っていろいろ考えていただきたいと思いま

す。 

 太子町は比較的恵まれておりまして、府県

によってはセブン－イレブンが全くないとこ

ろもあるんです。全国で４つか５つの県には

全くないという県があるらしくて、そういう

ところに比べますと太子町は比較的恵まれて

いるかなということで、兵庫県でも三木市と

西宮市では既に住民票、印鑑登録、税証明、

戸籍証明等々の発行をスタートさせておられ

ます。そういう意味で、また今後検討をいた

だきたいと考えておりますので、またよろし

くお願いいたします。 

 次、３点目に行きます。通学路の安全対策

ということです。 

 京都府の亀岡市で通学児童の列に車が突っ

込んで児童が亡くなったという事例がありま

して、今年の５月30日には文部科学省、国土

交通省、警察庁、３省から全国に通知があっ

て、全ての公立小学校で緊急合同総点検が実

施されることになりましたけれども、太子町

における総点検の結果を伺います。 

 また、その結果を踏まえて目に見える対策

を講じるべきだと考えますが、具体的な施策

はあるんでしょうか。 

 さらに、通学路の安全点検は継続性が必要

であり、今後も続けるべきであると思います

が、どうですか。 

 また、中学校の通学路の安全点検も実施す

るべきだと考えますが、見解を尋ねます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えいたしま

す。 

 現在、通学路における危険と思われる箇所

を各学校園より抽出してもらい、その中で危

険度が高いと思われる箇所、16カ所を抽出し

たところでございます。 

 去る８月28日に、その16カ所について、た

つの警察署、道路管理者──これは県道と町

道がございます──と連携して合同で点検、

対策の検討を行ったばかりでございます。し

たがいまして、具体的な施策については今の

ところお答えができる段階ではございませ

ん。 

 また、ご指摘のとおり継続性及び中学校の

通学路の安全対策につきましても、そのとお

りであると考えますが、まずは今回の小学校

のほうの合同総点検への対応を推進していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今、16カ所、ちょっと危な

いなあという場所があったという結果をいた

だきました。大体共通して言えるのはどうい

うふうな状況なのかというのだけちょっとお

尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） やっぱり見通しが

悪いとか、カーブミラーを改修してほしいと

か、標示が不明確であるとか、そういったの

が多うございます。全体的に言えば、やはり

交通量が多いということ、それから道路が狭

い、見通しが悪い、そういった点が多うござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 16カ所、調査されたところ

の共通項です。交通量が多く、狭い、それか
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ら見通しが悪いというふうな、そういう共通

項のあるところが16カ所の通学路であるとい

うことで、一つ気になるのは、５月30日付で

国交省、警察庁、文部科学省からそういう８

月末までに実施しなさいというふうな通知が

あったんですが、結構遅いと私自身感じたん

ですが、その辺の理由について。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 学校園の校園長会

というんですか、そういったところへも警察

の方が来ていただきまして一応ご説明をいた

だいたわけですけれども、今回のものは、中

心になってやっていただいたのは、やはり道

路担当課のほうでございまして、ちょっと遅

れた理由というのは私どもはよくわからない

んでございますが、やっぱり警察、それから

県の土木事務所、そういったところの日程調

整とか連携がちょっと遅れたんじゃないかな

と考えております。具体的なその理由はよく

わかりません。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 先進事例として、こういう

交通量が多く、また道幅が狭いとか、見通し

が悪いとかという場所、県道、町道とあると

思うんですけれども、私自身も中学校の保護

者から余りにも通勤時間帯は車のスピード速

過ぎるとか危ないとかという声を聞いたりと

かしました。その対策としていろいろ考えら

れるんですが、警察のほうからはハンプです

か、要はこぶを一つつくるんです。それか

ら、減速のそういうマークをつけるとか、要

は運転手の視覚とか運転手側の対策がいろい

ろ警察のほうからも出てきておりまして、そ

ういうの有効ですよということですが、実際

あと塗装です、道に色を塗る。あるいは、も

っと視覚的に言いますと、歩行者側に線を引

くんですが、その間隔を視覚的に実線と点線

を両方にすることによって道幅が狭く見える

とか。すると、運転手側としてもちょっと減

速させなあかんなとかというふうな、そうい

ういろんな対策が講じられると考えるんです

が、その辺の対策というのはどういうふうに

考えておられますか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） お答えいたし

ます。 

 通学路におけますハード面からの具体的な

安全確保に関しましては、現在皆さんご承知

のとおり歩道の整備、ガードレール、カーブ

ミラーの設置、また注意喚起用の看板の設

置、また路面の舗装など、さまざまな取り組

みを行っているわけでございますが、有効な

方法といたしましては、地域の皆さんのご理

解とご協力が必要となりますが、スクールゾ

ーンを設けまして車両の乗り入れを禁止した

り、時間規制を行う方法や、また車両の速度

抑制といいますか、スピードを落とすための

車道の──先ほど議員おっしゃられました─

─通行幅を狭める狭窄ですね。また、道路の

一部の高さを盛り上げて、速度を落としての

通行を促しますハンプ、これらなど物理的に

速度を落としていただく方法が特に効果があ

るというふうに思われます。 

 現在も太子高校周辺におきまして、全ての

車両を時速30キロに制限をいたしますゾーン

30の指定に向けて、警察と地元自治会が協議

を進めているところでございます。 

 今後におきましても、道路管理者の立場か

ら、それぞれの場所に応じた最善の方法で検

討いたしまして、教育委員会等の関係機関と

連携をいたしまして、また通学路の安全確保

の向上に努めたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 実際、通学路というたらそんなに広くない

道ですから、通学路に歩道という、歩車分離

のそういう歩道を整備するということは到底

不可能で、ということは結局いろんな減速マ

ークなりハンプ等による対策とかということ

がいろいろ講じられると思いますが、今経済

建設部長からも今後積極的に交通事故防止対

策を──ハード面ですけれど──やっていく
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という答えが出ましたので、またよろしくお

願いします。 

 今後、定期的に安全点検は当然実施される

べきで、今次長からもそういう話がありまし

たし、これはなぜ毎年かというと、その年々

によりまして交通事情なりいろんな社会基盤

が変わってまいりますので、当然毎年実施さ

れるべきものというふうに考えますし、子供

の人数とか、その地域の子供の人数の形態の

変化とか、増とか減とかありますんで、その

辺よろしくお願いします。 

 それから、中学校の通学路は特に自転車通

学の範囲が結構西中、東中とも小学校に比べ

ますと多くの自転車通学の生徒がおりますん

で、その辺のやっぱり安全対策も今後してい

ただきたいということで今回、国からは小学

校という指定がありましたが、やっぱり町と

しても中学校のほうもしっかりやるべきでは

ないかなと考えておりますんで、またよろし

くお願いします。 

 次、４点目に行きます。フォレストベンチ

工法についての質問に移りたいと思います。 

 町内のハザードマップ等で、例えば豪雨災

害によりまして傾斜地の崩壊などの危険性が

あるところが数カ所見受けられますが、やっ

ぱり早期に安全対策を実施すべきであると思

います。その際に、フォレストベンチ工法に

よりまして安全性、また景観性にもすぐれ、

また費用面においても比較的安価で防災対策

が実施できると思いますが、当局の考え方を

尋ねます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） お答えいたし

ます。 

 町内の今現在急傾斜地指定箇所につきまし

ては、順次兵庫県により県単独の急傾斜地崩

壊対策事業として実施いたしているところで

ございます。現在は東出地区を昨年度より測

量、また地権者調査等に着手しております。 

 ご質問の傾斜地の安定対策工法の検討に当

たりましては、工事箇所の土質、環境条件、

勾配、規模等諸条件によりまして、あと経済

性及び施工性能等それぞれを総合的に判断い

たしまして工法のほうを選定しております。

その中で、フォレストベンチ工法がその工事

箇所への最善工法となった場合は採用するこ

ととなります。 

 なお、災害復旧工事につきましては、基本

は原形復旧ということになっておりますの

で、災害査定時に本工法でも採用となれば施

工可能というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 このフォレストベンチ工法

をなぜ勧めるかといいますと、例えばコンク

リートで斜面をそのままかぶせて、傾斜地で

よく見ますけども、見た目が非常に景観的に

も悪いかなと。フォレストベンチ工法により

ますと、樹木を植えますから、数年たつこと

によって要は山と同化するといいますか、崖

自体が崖に見えなくなるというか、山の森林

の一つになってしまうという、数年かかりま

すけれども、そういう利点もありますし、比

較的安くできるということです。面積によっ

て単価費用が違うんですけれども、例えば

500平米以上で坪当たりおよそ12万円ぐらい

ですか。150平米未満になりますと坪当たり

およそ16.5万円ぐらいというふうな見積額が

提示されるんですけれども、そういう面では

いいかなと。それからあと、生物的にという

たら大げさですけれども、要はコンクリート

でふたをしますと地中の生き物が生存しない

というか、土が呼吸をしないわけです。とい

うことは環境的にも余りよろしくないんでは

ないかなと。フォレストベンチですと土がも

ろに見えますし、樹木も植えますから、当然

環境的にはよいかなと、そういうふうに考え

ますし、樹木は成長していくわけですから景

観的な美しさというのも当然いいわけで、そ

れから土が崩落しにくい、そういう形状とい

うんかをつくる、そういうシステムになって

ますから、非常に強固であるというふうない

ろんな利点があってどんどん進めていただき

たいなというふうに考えておりますので、今
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現場現場で、その傾斜地傾斜地の形状見なが

ら総合的に判断して、いろんな工法の中から

選択してということですけども、このフォレ

ストベンチ工法というのもまた積極的に推し

進めていただきたいなというのは、やっぱり

自然を守る意味からもよろしいかなと考えま

すが、最後に一言だけ意見をお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） このフォレス

トベンチ工法は従来のコンクリートを使いま

す工法と違いまして、地元の土砂、材木な

ど、現地の材料を利用できる上に、また新た

な木を植えることによって自然の森を根づか

せるというような非常に多くのメリットもご

ざいます。この工法については、先ほど議員

がおっしゃいました非常に多くのメリットも

ございます上に、防災機能、また自然再生機

能の面からも、これからの時代のニーズに合

ってるかというふうには考えております。今

後、本町といたしましても、それぞれの機会

での現場の状況等総合的に判断しながら、採

用について検討したいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。ま

た今後、いろいろ研究されて進めていただき

たいと思います。 

 以上で一般質問終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、質問をさせてい

ただきます。 

 １点目ですが、新学習指導要領によって４

月に開始した本町小学校５、６年生の外国語

活動の進行状況についてお伺いをします。 

 (1)本町では小学校の外国語活動の目標を

どのように捉えておられるか。 

 (2)本町外国語活動の到達目標をどのよう

に考えて実施されているか。 

 (3)外国語活動担当教員の発音は標準をク

リアできているか。これ提出した後、標準と

いう言葉をちょっと誤解されると困るので、

教育委員会の管理課長のところには言いに行

っておいたんですけれども、ここで言ってお

りますのは、例えば文部科学省のHi,friend

s! １というのがありますけれど、これの８

ページですと、アイムサーッドゥというのが

ありますが、サッドーでなくてサーッドゥ。

18ページで言いますと、ここに例持ってきて

おりますけども、カラフルＴシャートゥとい

うのがありますが、Ｔシャツーでなくて、Ｔ

シャートゥ。といったような、今例を２つだ

け挙げましたけれども、そういったようなシ

ャツとか言うと日本語の発音になりますの

で、そういった発音を授業の中でクリアでき

ているのかということをお尋ねしておりま

す。 

 それから(4)ですが、外国人教員（ＡＬ

Ｔ）は本町外国語活動の中でどのように活用

されているか。 

 (5)現状における指導上の問題点（反省点

や今後の課題など）を現場ではどう考えてお

られるかについてお尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。既

に外国語活動は試行がありまして、３年前か

ら現場では活動をしております。実際には今

議員がおっしゃいますように新学習指導要領

によって４月から始まっております。 

 小学校における外国語活動の目標は、学習

指導要領に明記されてるとおり、外国語を通

じて言語や文化について体験的に理解を深

め、積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度の育成を図り、外国語の音声や基本

的な表現になれ親しませながらコミュニケー

ション能力の素地を養う、これが目標でござ

います。 

 そして、到達目標は、多様なものの見方や

考え方があることに気づくこと。２番、言葉

のおもしろさや豊かさに気づくこと。３番と

して、楽しさを体験することが到達目標と考



－87－ 

えております。 

 そして、正しいというんですか、標準的な

正しい発音ということがクリアできてるかと

いうことですが、小学校５、６年生の担任教

諭は正しい発音ができるように研修を深めて

おります。実際の授業では担任だけで授業を

行うのでなく、ＡＬＴや外国語活動補助員の

方とのチームティーチング形式も多く取り入

れております。 

 そして、４番目のＡＬＴの活用ですが、本

年度より２名体制といたしておりますので、

これまで以上に各小学校へ訪問できるように

調整を行っております。 

 そして、最後の５番目の指導上の問題点は

ということにつきましては、外国語活動副読

本の内容に即した教材、教具を作成、例えば

絵カードやかるた等のカード、世界の国旗や

コイン、さまざまな具体物などの教具を作成

することや、外国語活動補助員の方々との打

ち合わせの時間を確保することが今のところ

大変であると課題にしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今教育長からお答えいただ

いた目標とか到達目標については、年間指導

計画の中に書かれていらっしゃいますか。そ

れとも、どうでしょうか、そのあたりをお尋

ねをいたしたいと思います。外国語という活

動の年間指導計画の中に書かれているかとい

うことをお尋ねしております。 

 それから、担当される先生の発音はという

ことを聞いてるんですが、もうこれは私は先

生方をいじめるためにこういうことを聞いて

るんじゃないんです。最初に英語に触れると

きに正しい、正しいというか、先ほど例で言

いましたものです。例えばＴシャツーでな

く。ツーと言いますと最後に母音、ちょっと

専門的なことになって申しわけないですけ

ど、母音が入りますが、英語の標準的な発音

ではＴシャートゥですから、最後はトゥとい

う子音で終わってるわけですが、そういった

正しい音にぜひ英語学習の初期の段階から児

童に接していただきたいということで言って

います。 

 それで、現場の先生方、ある管理職と私も

最近このことをお話しし、お尋ねしました。

そうすると、やはりこれ実際、問題なんです

よというか大変なんですよという趣旨のこと

を言われてました。それで、私は、それはも

うそのとおりだと思います。ですから、そう

いったときにどのようにそれを補うというと

失礼な言い方で恐縮ですが、補うようにする

か。例えばＣＤとかＤＶＤを使うとか、そう

いったいろんな工夫が考えられるわけです

が、先ほどのご答弁においては、正しくなる

ように心がけているっておっしゃってるんで

すが、なかなか大変だと思います。小学校で

教鞭をとられてる方が教員免許を取るときに

英語の音声学を、あるいはＩＰＡ、これはIn

ternational Phonetic Alphabetのことです

が、そういったことを十分学習されて臨まれ

てるかというと、そうでない場合もあるかと

思います。しかし、やる以上はできるだけ正

しい発音を初期の段階から子供に聞かせてや

ってもらいたいので聞いております。ですの

で、私がいただけたらありがたい答えは、な

かなか現状としては難しい面はあるが、それ

をどのように補おうとする方策を考えるか。

もちろん先生方にも努力していただくことは

お願いしたいことですし、そのようにされて

るんじゃないかと思いますが、そういった具

体的な事柄をお聞きしたかったので、もしあ

ればお答えいただきたいと思います。 

 ４点目のＡＬＴのことにつきましても、今

のご答弁ではＡＬＴが増えたので調整してい

るということを言われてるんですが、私がお

尋ねしたいのは、どのように活用してるとい

うのは、外国語活動、実際にやってるのは英

語での活動ですから英語活動ですが、この中

でＡＬＴをどのように活用されてるかと。割

り振って行ってもらってるとかということで

なくて、具体的にどのように外国語活動にお

いてＡＬＴを活用されてるかという点をお尋

ねしておりますので、もしお答えいただける
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ようであればお答えいただきたいと思いま

す。 

 最後に、教育長がおっしゃった具体物につ

きましては、それはそのとおりだと私も思い

ます。提案でありますけれども、始まったば

かりでありますから、そういったものをどん

どん学校内でためていただいて、１人の教員

がそれを使うだけでなく、ほかの教員にも使

えるようにどんどんどんどんしていくと、そ

のように外国語活動（英語活動）の中で使え

るものがいろいろと増えてくると思いますの

で、一層やっていただきたいと思いますが、

お尋ねした点につきましてお願いをいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 服部議員さんのほう

から３点あったと思います。年間指導計画に

入れてるか。正しい発音をどのようにしてる

か。ＡＬＴの活用サイドについてですが、も

ちろんその年間指導計画については取り入れ

て、音声や基本的な表現になれ親しませなが

らコミュニケーション能力の素地を養うと、

ここが最大の目標でございます。ですから、

なれ親しませるという、そしてコミュニケー

ション能力の素地を養うと、そこに力点を置

いて、余り複雑な文法とか、教え込むとかと

いう、知識、理解に走らずに、なれ親しむと

いう、要するに英語に対するアレルギーとい

うものをなくするのが目的でございます。そ

ういう意味での年間指導計画をきっちりとと

って、35時間をクリアしてるところでござい

ます。 

 そして今、正しい発音ということもお聞き

しましたのですが、もちろんその正しい発音

についてはＣＤ等についてやってるわけでご

ざいます。けども、ＡＬＴについても、アジ

ア系ＡＬＴもおれば、オーストラリア系のＡ

ＬＴもおる、アメリカもおればイギリスもお

る、全て若干少しずつ発音は違ってきます

が、ネーティブな発音には間違いございませ

ん。逆に日本へ来ている外国人を見ますと、

東北の言葉をしゃべる外国人もおれば関西弁

を話す外国人もいます。どちらにしても、そ

れは本当に日本人にとっては親しみやすい日

本語として受けとめられるわけでございま

す。そういうことを考えましたら、余りその

発音に厳しくすることによって子供は自然と

英語離れをしてしまうというようなデメリッ

トも行われるわけでございます。ですので、

その辺のところは余り厳しく言わずに、英語

の素地をつくっていくということを目標に置

いて年間指導計画をしてるわけでございま

す。 

 そして、ＡＬＴは、その素地のための発

音、ネーティブな発音、そして自国の文化、

そして生活等々を話すことによって興味、関

心が英語のほうに、イングリッシュに行くよ

うに努めているわけでございます。その繰り

返しがコミュニケーション能力にして英語が

楽しいなあというようなことにつながってい

くと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 英語をご専門にされている

のではないと思いますので、余りちょっと言

うのも恐縮なんですが、どのように考えてお

られるかについてお尋ねをしますが、英語の

素地をっておっしゃってるんですけど、英語

の素地というのはどういうことだと考えてい

らっしゃいますか。 

 それから２点目ですけれども、今教育長が

おっしゃったのは、今教育長は子供の発音を

余り正しく言ってもとおっしゃいましたが、

私がお尋ねしましたのは子供のことを言って

おりません。指導者の側の発音のことをお尋

ねしております。子供の発音については、な

るほどおっしゃるとおり、そのとおりでいい

と私も思うんですが、先生方の発音について

のことをお尋ねしました。 

 それで、オーストラリア英語、イギリス英

語とかアメリカ英語とかそれぞれ違いがある

とおっしゃいましたけど、それはあります

よ。ありますけれども、じゃあそのときに、

最後のシャツの、シャートゥのトゥはどのも
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の、オーストラリア英語でも、ニュージーラ

ンド英語でも、イギリス英語でも、アメリカ

英語でも最後はトゥなんです。だから、そう

いうことを今申し上げてるんじゃないんで

す。それをツと、ウというふうにつけて指導

する側が教えてしまったら、子供はツとウが

ついて覚えますから、そういうことに気をつ

けていただきたいという意味で申しているん

です。ご理解いただけますでしょうか。教

員、教える側が少しでも注意していただきた

いと。それでなかなか難しいので、そのとき

にはいろいろ、正しい発音がしにくい場合は

いろんな手だてを考えながらやっていただき

たいという趣旨を言ってます。現場は大変だ

と思っておりますから、今その現場責めてる

ん違います。大変だと思いますから、そうい

うことをご理解、そういうことについてもお

考えいただきながら教育委員会としてはお考

えいただきたいということを申しておりま

す。 

 それから、ＡＬＴが外国の自国の文化等を

教えるというのは、それはＡＬＴに来ていた

だいてる大きなメリットの一つであります。

そういうこともそれは否定しませんが、実際

の授業の中でどのようにＡＬＴが役割を担っ

ておられるかということをお尋ねしてるんで

す。例えば、なかなかここまで行くのは難し

い場合も結構多いんですが、日本人の教諭が

授業をいろいろ進めて、その進めている中で

ＡＬＴがそのパターンプラクティスを、パタ

ーンプラクティスをやるときにＡＬＴにやっ

ていただくとか、どのような活用されてるか

というのを聞いてるんですが、そういうとこ

ろまでもしお調べになっていないというか、

あるいは現場のことをご理解いただいてない

ようであればちょっと答えるのは難しいかも

しれませんけれども、具体的にどのようにＡ

ＬＴが授業の中でされてるか。このＡＬＴに

十分に頑張っていただくためには、日本人教

諭の側の力量というものが本当に重要になっ

てきます。ですから、どのような活用なのか

と思って聞いた次第であります。もしお答え

いただけるならお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 再度３点お聞きにな

ったと思います。素地とは、または先生の教

育指導はということとＡＬＴのサイドの役割

ということだと思います。 

 素地とは、今言いました外国語活動を通じ

て言語や文化にということを、コミュニケー

ション能力の素地ですので、やはり外国に対

する興味、関心、意欲というものを育てる素

地、その気持ちを育てることが一番の目標と

考えております。 

 そして、先生の研修ですが、やはり先生も

日本人ですので、舌を巻いて発音するツの発

音すると、そういうものは日本語にはござい

ませんので、やはり研修を通してそれに近づ

くようには研修をしてるところでございま

す。その辺のところが補えないところをネー

ティブなＡＬＴの先生方に見本を見せていた

だく、そして会話を、簡単な会話をするとい

うようなことがその１時間の大きな役割でご

ざいます。もちろん自国の文化も紹介すると

同時に、あなたはテニスが好きですかを英語

で言うたら、それに対する英語で答えると。

会話能力を育てると。全て簡単な英語で日常

会話の話ができる。ですから、教室に入れば

グッモーニングから入ってグッバイまでほと

んど英語で話ししていくというような、本当

に日本では低学年が発音する、のクラスで、

ようなことを英語で話していくと。それが子

供に対するなれ親しむということにつなが

り、その積み重ねが英語の学習につながって

いくということを思うわけでございます。あ

くまでもコミュニケーション能力ということ

で力を入れています。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 余り言ってもちょっと申し

わけないなと思う面もあるんですけど、一つ

だけ今教育長おっしゃったのはちょっと、ト

ゥというのは舌を巻いて発音するんではござ

いませんので。専門的には、歯茎に舌尖、舌
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先をつけて、そこで音を出すので、ちょっと

ここ記録に残りますと、それはそういうこと

ではないので、ちょっと何です。 

 それで、いや、ＡＬＴの使い方、もう少し

何かお答えとかありませんか。というのは、

もし無理、もう今おわかりにならないんでし

たら今ちょっとありませんと言ってもらった

らいいですけど、十分に活用していただきた

いんです。いや、これぶち明けた話、今どう

か知りませんけど、最初にＡＬＴが日本国に

入ってきた当時、高校の現場においてはＡＬ

Ｔを避けようとする日本人教員もいたわけで

す、実際問題。話したがらないと。そういう

人も実際いたんです。時代が変わるとともに

少しずつ変わってきているとは思います。で

すから、ＡＬＴをいかにうまく。ＡＬＴとい

うのは、御存じのように、その本国において

大学を出られたりとかして非常に若い方なん

です。ですから、反対のこと思っていただい

たら、日本の人が日本の大学を出てすぐ外国

に行って日本語教育、日本語活動を担当する

という、そういうことなんです。ですから、

その人をうまくどのようにその活動の中で、

外国語活動の中で働いていただくかというの

は、その国にいる先生がどのようにその外国

語を教えようとしてるかということにかかっ

てくるわけです。人によっては、外国人の先

生が教室にいれば、もうその先生にかなり任

せっきりにして、中心的にやってもらってと

か、そういったことをやってるケースもかな

りあります。実際は日本人教師が教諭という

肩書なんですが、そこにいる外国人教師は補

助の立場になっているわけですけれども、そ

の外国人の先生にいろいろほとんどやっても

らってる場合もありますから、うまく使って

いただきたいと思ってるんです。ですから、

これは反対に言うと、英語のことが本当にわ

かってる日本人の教員がこのようなことをや

るべきだとか、そういったいうふうにやらな

いといけないんです。日本人教諭が逃げてし

まっては。ですから、このことを提言をして

おきますので。何かございますか。なかった

らもう余りあれから……。 

（「同じことばっかり言うとう」の声

あり） 

○議長（佐野芳彦） 教育長、なければなし

で。 

（服部千秋議員「いや、お答えがない

から聞いてるんです。なければない

で」の声あり） 

 教育長。 

○教育長（寺田寛文） ＡＬＴはできるだ

け、いろんなＡＬＴがおりますけども、向こ

うも日本語の研修を踏まえて、それをパスを

して日本に来ておりますので、それなりのＡ

ＬＴが今ごろ来ております。ですので、十分

現場で活用して、子供のために役立ってると

思ってます。実際、担当教諭もそういうふう

に聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 教育長のほうから英語嫌い

をなくすのが目的であるというようなことも

おっしゃいましたが、嫌いをなくすというよ

りも、嫌いにしないように、できるだけ指導

していただけたらと思います。 

 それから、余り長く話しても恐縮なので、

これだけ申しておきますが、中学校に入って

からも外国語（英語）があるわけですので、

今文部科学省のほうでは全国的な共通の指導

の内容──今使われていますのはHi,friend

s!の１と２ですけれども──をしております

ので、かなり共通の事柄がなされてるとは思

うんですが、小学校と中学校の連携が十分に

なされるように、町内の小学校における英語

教育の内容の統一と中学校との連携を十分考

えていただければと思いますので、お願いを

しておきます。また、細かなことにつきまし

てはここで余り話してもあれだと思いますの

で、またお話しする機会があるかと思います

が、よろしくお願いをいたします。 

 ２点目に行かせていただきたいと思いま

す。 

 新町長は幼稚園から英語活動、英語、英会
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話というふうに今おっしゃられていたとは思

いますが、英語活動行いたいとのことです

が、どう考えているか。(1)から(4)など、児

童・生徒の学力を上げたいということについ

て新町長自身の考えを伺います。 

 (1)到達目標は、(2)進め方の構想は、(3)

週１時間程度で身につくと考えておられるの

か、(4)目標達成に向けて最も重要であると

思っている施策は何か。これはあくまでも私

がお伺いしたいのは、最初にこういう考えを

示されたときに、どういうことでおっしゃっ

てるのかなということでお聞きしたいなとい

うのが私の目的であります。ですから、今後

いろいろと、先ほども若干、若干というか、

先ほども教育長とやりとりしてきたんです

が、いろいろと進められる中においては、最

初に思われていたことと変わっていくことも

あるかもしれません。ですから、そのことを

今どうこう言いたいのでなくて、当初にどう

いうお考えでおられたのかなと、どういうふ

うにやりたいと思っておられたのかなという

ことを聞きたいという趣旨で尋ねておりま

す。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） それでは、お答えいた

します。 

 幼稚園、小学校、中学校それぞれの発達段

階に応じた英語教育、特に英会話の一層の充

実を図ることにより、義務教育修了段階で聞

くこと、話すこと、読むこと、書くことなど

の能力の基礎を養うことにより、将来子供た

ちが国際社会に生きる日本人としての自覚を

身につけ、自他の生命を尊重し、自分の将来

を考え、法や決まりの意識の理解を深め、主

体的に社会の形成に参画する大人になっても

らうことが到達目標であると考えておりま

す。 

 吉田議員のご質問の際にも申し上げました

が、本年度より２名体制となったＡＬＴ、外

国語指導助手や小学校外国語活動補助員を活

用することに加え、太子高校の生徒やＡＬＴ

の力をかりながら、また学校園現場の教師の

力や地域のネーティブの方々の力をかりなが

ら進めてまいりたいと考えております。 

 小学校の外国語活動は学習指導要領により

週１時間と定められております。英語は身に

つくことに重点を置いているわけではなく、

その時間内において楽しい活動を盛り込みな

がら、自然に英語に触れる機会を持たせると

ともにコミュニケーション能力を養い、英語

活動を通じて子供たちに異文化に触れさせる

とともに、英語は楽しいと感じる児童を増や

すことが大切であると考えております。 

 英会話力の向上は最終的には子供たち一人

一人が英語を使ってコミュニケーションをと

りたいと思う気持ちが強いか弱いかにより左

右される面が大きいと考えます。英語が嫌

い、英語は苦手と思う子供たちを少なくし、

英語は楽しい、英語を勉強したいと思う子供

たちを多くする施策が重要であると考えま

す。そのためには、英語でコミュニケーショ

ンをとれる大人が子供たちに多くかかわれる

ような環境づくりを行うことが重要であると

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今お答えいただいた中で、

全体を通して言われてるのかもしれないんで

すけど、進め方の構想、それから目標達成に

向けて最もこういうことが大切じゃないかな

と思っておられることがあれば、もう少し具

体的にお願いしたいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） その進め方は今も言

いましたようにコミュニケーションをとるの

が大事でございます。ですので、よく現場と

話し合って、今の子供たちに合ったその進め

方を重点的にしていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 到達目標というのも一

つあったけども、それはどちらで。到達目標

も。 

 暫時休憩します。 
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（休憩 午後４時01分） 

（再開 午後４時04分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 施策と、何かとい

う、具体的に服部議員が述べてくださいとい

うことですので、先ほども言いましたよう

に、各中学校にＡＬＴが１名ずつ配置されま

した。そのあいてる時間を幼・小に配置し、

また太子高校には２名のＡＬＴがおります。

その方々にも時間の合間を縫って幼・小に来

ていただき、そして太子高校にはＥＳＳとい

うクラブがございますので、その生徒たちも

学んだことを幼・小の生徒で英語に親しむ時

間を多く持つことによって英語が楽しく、英

語にアレルギーのなくなる児童・生徒が多く

なるというようなことを目標にしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 さっきの休憩中にも聞いた

り、また議員の中からも意見があるわけです

が、私が聞きたいこととちょっとずれている

ものですから、実際に授業をやったり、授業

以外の活動をやったりするときには具体的な

事柄があるものですから、もう少し具体的に

ありませんかということを聞きました。抽象

的なことであれば誰でも言えるし、どうとで

もとれるわけで、具体的なことを私は聞きた

かったので、お聞きの議員もどうもそう思っ

ておられない感じがございましたが、具体的

にどのようにやられるかということを聞きた

かったわけでありますが、私の聞きたいこと

と十分一致しませんでしたが、お答えが多分

余り具体的なことはないのだろうということ

で、これ以上聞かないようにしたいと思いま

す。 

 ３点目でありますけれども、新町長は児

童・生徒の学力を上げたいとのことだか、ど

う考えているか。(1)から(4)など、児童・生

徒の学力を上げたいということについて新町

長自身の考えを伺いたいと思います。 

 (1)到達目標は、(2)進め方の構想は、(3)

教育委員会や学校現場との具体的進め方は、

(4)目標達成に向けて最も重要であると思っ

ている施策は何かについてお尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） それでは、お答えしま

す。 

 子供たちが夢や志を抱き、自立して社会の

中で豊かな人生を送るための生きる力を培う

ことが大切であると考えます。そのために、

学校教育において確かな学力、豊かな心、健

やかな体を育むことが学力向上の到達目標で

あると考えております。 

 児童・生徒の学習意欲の向上には、基礎

的、基本的な知識や技能、思考力や判断力、

表現力をバランスよく伸ばし、主体的に学習

に取り組む態度を養うことが必要であると考

えます。そのためには、小学校低学年におけ

る基本的な学習習慣、生活習慣の定着が重要

であると考えております。したがって、低学

年における振り返り学習や確認学習を推進し

てまいりたいと考えております。 

 子供たちの学力向上については、児童・生

徒の学習意欲の向上のほかに、教師の指導力

の向上、家庭や地域との連携が重要であると

考えております。そのためには、教職員の専

門性と実践的指導力を向上させること、家庭

や地域の教育力を高めることが必要となって

まいります。また、学力向上に教職員ＯＢの

力をかりるにしても、教育委員会や学校現場

との連携が不可欠であります。したがって、

今後小学校低学年における基本的な学習習

慣、生活習慣の定着に向け、教育委員会や学

校現場の意見や力をかりながら、具体的な取

り組みを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 学力向上を図る最終の狙いは、人間的力量

を高め、人生を力強く豊かに生き抜く力を培

うことにあります。子供たちが学校や家庭、

地域においていろいろな人とのかかわりの中

で、できなかったことができる喜び、わから
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なかったことがわかる喜びを味わい、もっと

できるようになりたい、もっとわかるように

なりたいといった興味、関心、意欲を掘り起

こすことが重要であると考えます。そのため

には、学校の組織力向上、教職員の資質、指

導力の向上、家庭や地域社会との連携、幼・

小・中の連携など、それぞれの施策を地道に

継続発展させていくことが最も重要な施策と

なると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 これも先ほどの２番と同じ

ようなことになるわけですが、例えば人間的

力量とか生き抜く力とか今おっしゃったわけ

ですけど、こういうのは別の質問すれば、今

もやってるとか、そういうふうにお答えにな

るかもしれません。とても抽象的なので、学

力を上げるとおっしゃるんであれば、これが

いいかどうかはということもありますが、例

えば例で言いますと漢検の何級ぐらいのレベ

ルまではとか、英検の何級ぐらいまでのレベ

ルはとか、それぐらいを目指して頑張ってい

きたいとか。先ほどの２番と一緒なんです。

私は具体的にこう思ってるというのが聞けた

らありがたいんです。抽象的なことであれば

どうとでもとれるし、何とでも言えるし。で

すので、どのように、どういうふうに具体的

にされたいかというのを、実際に子供の前で

具体的にやるわけですから。抽象的な話を子

供の前でするわけでありませんから。ですの

で、具体的なことおありでしょうかと聞いて

るんですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。教

育には不易と流行という言葉が往年ずっと使

われてきております。今服部議員が漢検とか

英検とかというのは流行を追っておられるん

じゃないだろうかなと思います。不易という

のは、やはり教育とは人格形成が一番大事で

ございます。ですので、やはり社会に自立す

るということが一番大事じゃなかろうかなと

思います。自立する人間を社会に送り出すと

いうようなこと。それには学力の向上が生き

る力となって自立につながっていくという。

そして、もう少し言いましたら、学力とは問

題解決能力というようなことにつながってい

くんじゃなかろうかなあと思います。といい

ますと、社会に出ていろんな課題に当たって

いっています。そのときに、その問題を解決

する能力、それが学力、または生きる力、自

立というものにつながっていくと思います。

そういうものを幅広く身につけて世に送り出

すのが教育の大きな目的じゃなかろうかなあ

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私は流行を追って例を挙げ

たのではありません。わかりやすく、例えば

こういうことですよということを挙げたわけ

なんです。何も今教育長がおっしゃった人格

形成がいけないとも私何も言ってません。そ

れ大事なことですし。でも、お答えが人格形

成をしたら学力がついたて言われたら、それ

例えばどこまで行ったら学力がついたことに

なるんですか。答えられないでしょ、こうい

うことを言い始めたら。何もその人格形成が

いけないと言ってるんじゃないです、私。人

格形成を到達していただいて、到達という

て、この人格形成なんて際限ないんですか

ら。ですから、それをやったら学力がついた

と言われても、本当何のことかわからないん

です。ですから、私は具体的に何か方策と

か。私は、これ掲げていただいたことは、い

けないこと言われたなんか思ってないです。

いいこと言っていただいてると思いますけ

ど。そしたら、具体的にやらなきゃいけない

から、町長に出ようということで出られたわ

けで、これをしたいということで出られたわ

けですから、今教育長のほうから答えておら

れますけど、その前に、立候補しようと思わ

れたときにこれを書かれてるわけですから、

こういうふうにしたいという思いがおありの

はずだから、どういうことですかということ

を聞きたかったということなんですけど、新
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町長、もうこれに追加して何かおっしゃるこ

とはございませんか。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午後４時16分） 

（再開 午後４時18分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今休憩のときに議長のほう

から、いろいろとこれから詰めていくと、教

育委員会と。副町長のほうから、具体のこと

を考えるのは教育委員会だからと。そういう

ようなこともございましたが、私は具体的に

考えがあるからこういうことを述べておられ

るのだと思ったので聞いているし、私は反対

の立場で言うと、こういうことも考えてこう

いうことを書いてほしいという思いがありま

すから言っております。ですので、具体的な

ことについては今お答えはいただけなかった

と。抽象的な、学力上げたいと、人格、人間

的力量を高めたいといったような趣旨のご答

弁しかなかったと、なかったに等しいという

ことだと理解をしておきます。 

 (4)ですが、新町長のマニフェストにはな

かったが、新町長は町の活性化について考え

ているかについてお尋ねをいたします。 

 先般の町長選で一方の候補は町の活性化を

訴えていました。新町長は町の活性化につい

て考えておられるか。10年先、20年先を考え

ると、教育も大事ですが、新しいまちづくり

も大事であります。(1)から(3)など、町の活

性化について新町長自身の考えを伺いたいと

思います。 

 (1)具体的施策は考えておられるか。 

 (2)町内にバイパスのインターチェンジが

４カ所ありますが、いずれも市街化調整区域

に指定され、住宅建築、企業誘致が自由にで

きません。農業も高齢化と若い人の減少で半

分が実質的には放棄田になっています。厳密

な言い方をするといろいろここの部分につい

ては言い方があるかもしれませんが、実質的

にはもう農業ができないので放棄されている

ところも多いのが、実質的には稲作ができな

いので放棄されているというところが多いと

いうのも実態であります。インターチェンジ

の有効活用がなされていません。土地の線引

きを考え直すべきだと思いますが、どう考え

ているかお尋ねをいたします。 

 (3)企業誘致の場所をつくるべきだと思い

ますが、インターチェンジ周辺を活用できな

いか。旧龍野市は揖西町小畑や土師地区に、

旧新宮町でも平野や大屋地区に、姫路市でも

白浜、妻鹿、飾磨、網干地区といった海岸線

に工業のための用地があります。太子町も人

口増加と雇用のため考え直すべき時期に来て

いるのではないか、どうお考えになるかお尋

ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（北川嘉明） それでは、お答えさせ

ていただきます。 

 町の活性化とは、第５次太子町総合計画の

まちづくりの基本目標にうたわれてますよう

に、住民一人一人がこの町に住む魅力を感じ

ながら、手を取り合って、より魅力的なまち

づくりを進めていくことだと思います。 

 １点目は、誰もが生き生きと笑顔で暮らせ

るように日常生活の支援を充実させ、町全体

が元気になることが必要だと考えています。 

 具体的には、健康診査事業やこども医療費

助成事業等により生き生きと暮らせる健康づ

くりを進めるとともに、介護保険事業や高齢

者、障害者福祉施策を充実させ、日々の生活

に不安を持つことなく、安心して暮らせるま

ちづくりを進めます。 

 また、外出等が困難な高齢者、障害者に対

しては、やすらぎタクシー運賃助成事業によ

り移動手段の確保を図ります。 

 ２点目ですが、まちづくりは人づくりと考

えています。住民同士が交流できる地域交流

センターや交流広場を新庁舎とあわせて整備

し、人と人とのつながり、交流を町の活性化

につなげていきます。 

 また、まちづくりの集い、パブリックコメ

ント制度やボランティア等の活用により、参



－95－ 

画と協働のまちづくりを推進してまいりま

す。 

 ３点目は、にぎわいのあるまちづくりを進

めていくことだと思います。 

 具体的には、株式会社東芝太子工場の空き

地への新規事業の参入について、株式会社東

芝本社への要望活動を前町長と同様に行いた

いと考えています。 

 また、商工会と連携を図りながら、事業主

に対して融資、経営相談、起業支援などの支

援や本町が持つ歴史文化を積極的に情報発信

し、広く町外にも本町の歴史像をＰＲしてい

きたいと考えております。 

 太子町の市街化区域422ヘクタールのうち

３割以上の土地が現在も農地として土地利用

されており、兵庫県からも土地利用が進まな

い市街化区域内農地について見直しを求めら

れています。また、将来人口フレームが下が

っている現状からも、市街化区域の拡大は困

難な状況でございます。 

 土地利用施策といたしましては、都市計画

マスタープランで市街化調整区域の太子龍野

バイパスの太子上太田ランプを除くインター

チェンジ３カ所付近の土地については、有効

な土地利用ができるように流通業務施設の促

進のため特別指定区域を指定しており、阿曽

ランプでは一般貨物自動車運送事業の施設が

できております。しかし、太子上太田ランプ

につきましては、周辺が農業振興地域で農用

地となっているため、特別指定区域の指定は

できません。今後もスプロール化を防止しな

がら、目的型特別指定区域の運用の検討を進

め、適切な土地利用の促進に取り組んでいき

たいと考えております。 

 将来人口フレームが減少する中で、市街化

区域の拡大は単にスプロール化の原因を招く

ことになり、現都市計画法の枠内におきまし

ては非常に困難な状況であります。 

 企業誘致につきましては、地域の活性化施

策として雇用創出や経済波及効果を見込んだ

企業誘致が一時期多くの自治体で積極的に行

われました。しかしながら、大阪湾岸パネル

ベイに見られるとおり、円高の影響等により

液晶、プラズマ、太陽光発電などの大手企業

の大型工場がわずか２年で撤退している状況

であります。以前でしたら５年から10年は先

を見通していけたものが、全く読めない状況

であります。 

 この現状を見ますと、もはや企業誘致での

地域振興は限界に来ており、６次産業の鍵と

なる新しい形での地域振興のあり方が望まれ

ています。今ある企業を地域になくてはなら

ない企業に育て上げ、企業をつなぐことによ

る新たな産業創出や、そういった企業を外に

出さない施策など、今後どのように産業振興

していくのかを考えていく必要があると思っ

ております。 

 また、唯一の工業地域である東芝企業用地

につきましても、先端産業での土地利用促進

などを重点に、企業側にお願いしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 東芝の用地につきまして

は、ぜひとも、そのようにお考えのようであ

りますが、何とか頑張っていただきたい、そ

のように思っております。 

 それで、現実的に今お答えになったような

ことも私もわかっておりますし、なかなかこ

れ大変だというのもわかっておるんですが、

今町民の立場にしますと、例えば田をつくり

たいと思ってももうつくれない状況になっ

て、ある地域ではつくってる人とつくってな

い人に分かれてしまってるわけです。そうす

ると、つくってない人はいつまでたってもつ

くらないという、こういう状況になりまし

て、本当に困っておられるわけです。このイ

ンターチェンジの周り、市街化を少しでも増

やすことができれば家も建てれますし、また

児童も増えるわけでありまして、何とか、こ

れまで本町においてはなかなか、現在の市街

化のところの埋まってる割合のことを言われ

て市街化が増やせないんだということをお答

えになってるわけですけど、姫路市さんの例
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を調べてみますと、じゃあ何％ぐらいですか

と、市街化のところ埋まってるようなとこを

聞いても、余り私が聞いたのでは太子町とそ

う変わらないんじゃないかと。では、市街化

が埋まってなければ新しいところ市街化増や

せないんですかということも反対にお聞きし

たわけでありますけれども、実際には姫路市

においては増えてきているところもありま

す。こういう時代になってきましたから、な

かなか県のほうも、増やすというよりも、い

や、減らしてくれというようなことも言って

くる可能性もあるやに聞いておりますけれど

も、何とか地元の方の、地元といいましても

私全員に聞いたわけではございません、私に

ご意見を下さる方の意見で申しております

が、市街化にならないのかなということをお

っしゃってるわけですが、聞いても多分答え

は同じだと思うんですが、何とかこの点につ

いても今後とも検討していただければありが

たいと思っておりますので、そのことだけ言

っておきます。 

 最後に、きょうはもう少し具体的なことを

聞きたかった面もありますけれども、私の求

めているものとお答えの部分が違うところも

結構ございました。具体的に外国語活動、英

語活動、町長は英会話という言葉お使いにな

ってますが、英会話においても具体的にやっ

ていかなきゃいけません。それから、学力を

つけるということも具体的にやっていかなけ

ればいけません。私は従来から教育委員会に

指導主事を置くべきだということを言ってお

ります。何とか指導主事も置いて、学校現場

のことをさらに一層尽力をしてもらいたい

と、そのように思っております。最後に、こ

の指導主事のこと、それから実際の教育は具

体的にやるのであるという観点のことを言わ

せていただきまして、これで終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は９月４日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさんでした。 

（散会 午後４時33分） 

 

 


